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第１章 調査概要  
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１ 調査の目的  
  

「葛飾区男女平等推進計画（第５次）」の改定にあたり、区民の男女平等に関する意識と実 

態について把握、分析し、計画改定の基礎資料として活用することを目的として実施した。  

  

２ 調査対象  
  

葛飾区に居住する満 18歳以上の男女 3,000 人住民基本台帳より無作為抽出  

  

３ 調査方法  
  

郵送配布－郵送回収法（督促を兼ねた礼状ハガキ１回送付）  

※ただし、回答者がインターネットからでも回答できるよう専用サイトを設けた。 

 

４ 調査時期  
  

令和２年 6 月 25 日～7月 13 日  

  

５ 回収結果  
  

発送（配布）数 有効回収数 有効回収率 

3,000 1,117 37.2％ 
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６ 調査項目  
  

調査項目 問番号 質問内容 

男女平等  
問１  男女平等社会の進度 （付問：男女の不平等を感じること）  

問２  男女の地位の平等感  

結婚観  問３  結婚観  

家庭生活  

問４  家事などの分担  

問５  男性の家庭参画の度合い （付問：回答の理由）  

問６  男性の家庭参画に必要なこと  

就労  

問７  職業 （付問：職場での男女差別）  

問８  女性の働き方についての意識（付問：回答の理由） 

問９  女性の再就職に対する支援  

問 10  
育児休業・介護休業の利用状況  

（付問：育児休業・介護休業の期間、利用しなかった理由）  

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス  

問 11  ワーク・ライフ・バランスの認知状況  

問 12  優先度の希望と現実  

問 13  ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なこと  

セクシュア

ル・ハラス

メント  

問 14  セクシュアル・ハラスメントの経験の有無  

問 15  相談の有無 （付問：相談先、相談しなかった、できなかった理由）  

ドメスティ

ック・バイ

オレンス  

問 16  ドメスティック・バイオレンスの経験の有無  

問 17  相談の有無 （付問：相談先、相談しなかった、できなかった理由）  

問 18  
ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者支援のために必

要な対策  

性の表現  問 19  性別役割分担や性・暴力等の表現についての意識  

性の多様性  
問 20  性自認について悩んだことの有無 （付問：悩んだ内容）  

問 21  ＬＧＢＴの認知状況  

健康  問 22  性や妊娠・出産に関して女性が決めるうえで必要なこと  

学校教育  問 23  男女平等社会実現のために、学校教育の場で力を入れるべきこと  

女性の社会

参画  

問 24  区議会議員等に占める女性議員数の評価  

問 25  政策や方針決定過程への女性参画を妨げている要因  

問 26  政治や行政への女性の参画推進に必要なこと  

防災  問 27  地域の防災活動や災害時における生活環境の確保に必要なこと  

施策や制度

など  

問 28  葛飾区男女平等推進センター（ウィメンズパル）の認知状況  

問 29  葛飾区男女平等推進センター事業の参加・利用意向  

問 30  男女平等社会実現のために充実すべき施策  

問 31  
葛飾区の男女平等・共同参画施策についての意見・要望＜自由回

答＞ 

基本属性 

Ｆ１ 性別 

Ｆ２ 年齢 

Ｆ３ 結婚の有無（付問：共働きの有無） 

Ｆ４ 子どもの有無 
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７ 報告書の見方  
  

(1) 回答は、それぞれの質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示しています。それぞれ

の質問の回答者数は、全体の場合はＮ（Number of case）、それ以外の場合にはｎと表記し

ています。  

(2) ％は小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを表記しています。従って、

回答の合計が必ずしも 100.0％にならない場合（例えば 99.9％、100.1％）があります。  

(3) 性別、年代別などは、無回答の方がいるため、合計が全体とは一致しません。  

(4) 回答者が２つ以上回答することのできる質問（複数回答）については、％の合計は 100％に

ならないことがあります。  

(5) 本文及びグラフ中の設問文ならびに選択肢の表現は一部省略している場合があります。  

(6) クロス集計による分析では、分析軸の項目のうち回答者数が 20 未満の場合、全体結果と比

率に大きな差がある選択肢であっても、本文で触れていないところがあります。  
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第２章 調査結果  
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１ 基本属性  
  

（１）性別  

Ｆ１ あなたの性別をお答えください。（○は１つだけ）  

【全体】  

「女性」が 55.7％、「男性」が 42.8％となっています。（図表 1-1）  

  
図表 1-1 性別（全体）  

 
 

 

（２）年齢  

Ｆ２ あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「50 歳代（20.4％）」が最も多く、「40 歳代（17.3％）」、「60 歳代（16.4％）」が続い

ています。（図表 1-2）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「50歳代（20.3％）」が最も多く、「40歳代（18.0％）」が続いています。

男性は「50 歳代（21.1％）」が最も多く、「60 歳代（17.8％）」、「70 歳代（17.6％）」が続いていま

す。（図表 1-2）  

  

図表 1-2 年齢（全体、性別）  

 
  

55.7 42.8

0.0

1.5全体(N=1,117)

（％）

女性 男性
自由記載

無回答

11.5

13.2

9.8

12.6

14.5

10.7

17.3

18.0

16.9

20.4

20.3

21.1

16.4

15.8

17.8

14.5

12.5

17.6

5.7

5.6

6.1

1.5

0.2

0.0

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

10・20歳代

無回答30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上
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（３）結婚の有無  

Ｆ３ あなたは結婚していますか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「結婚している（62.8％）」が最も多く、「結婚していない（22.5％）」、「結婚してい

たが、離別・死別した（11.4％）」が続いています。（図表 1-3）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「結婚している（女性：62.9％、男性：64.9％）」が最も多く、「結

婚していない（女性：21.1％、男性 25.1％）」、「結婚していたが、離別・死別した（女性：14.5％、

男性 7.5％）」が続いています。（図表 1-3）  

  
図表 1-3 結婚の有無（全体、性別）  

 
  

62.8

62.9

64.9

1.3

1.1

1.5

0.4

0.2

0.6

11.4

14.5

7.5

22.5

21.1

25.1

1.8

0.3

0.4

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

結婚している

無回答

結婚していないが同居の異性の

パートナーがいる（事実婚を含む）
結婚していないが同居の

同性のパートナーがいる

結婚していたが、離別・死別した

結婚していない
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（４）共働きの有無  

Ｆ３で１～３のいずれかをお答えの方に  

Ｆ３-１ あなたの世帯は共働きですか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「共働き（53.4％）」が最も多く、「自分だけ働いている（15.3％）」、「配偶者・パー

トナーだけ働いている（15.2％）」「ともに働いていない（14.2％）」が続いています。 

（図表 1-4）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「共働き（女性：56.4％、男性：49.7％）」が最も多くなっています。

次いで女性は「配偶者・パートナーだけ働いている」が 23.6％、男性は「自分だけ働いている」

が 28.8％で続いています。（図表 1-4）  

  
図表 1-4 共働きの有無（全体、性別）  

＜結婚している人、結婚していないが同居のパートナーがいる人＞  

 
   

53.4

56.4

49.7

15.3

4.5

28.8

15.2

23.6

4.7

14.2

13.8

14.7

1.9

1.8

2.2

全体(N=719)

女性(N=399)

男性(N=320)

（％）

共働き

無回答

自分だけ働いている

配偶者・パートナーだけ働いている

ともに働いていない
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（５）子どもの有無  

Ｆ４ お子さんはいらっしゃいますか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「いる」が 60.6％、「いない」が 32.7％となっています。（図表 1-5）  

  

【性別】  

性別にみると、「いる」は女性が 64.6％、男性が 57.5％となっています。（図表 1-5）  

  
図表 1-5 子どもの有無（全体、性別）  

 
  

  

  

60.6

64.6

57.5

32.7

30.7

36.2

6.7

4.7

6.3

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

無回答いる いない
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２ 男女平等  
  

（１）男女平等社会の進度  

問１ あなたは、日々の暮らしの中で、男女平等社会はどの程度進んでいると思います

か。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「少しは平等になってきている（41.9％）」が最も多く、「かなり平等になってきてい

る（29.3％）」が続いています。「十分平等になってきている」と「かなり平等になってきている」

の合計は 33.8％です。一方、「ほとんど平等になっていない」は 10.6％となっています。（図表 2-

1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「少しは平等になってきている（女性：46.5％、男性 36.4％）」が最

も多くなっています。 

「十分平等になってきている」と「かなり平等になってきている」の合計は、男性（42.9％）

が女性（26.8％）を 16.1 ポイント上回っています。一方、「ほとんど平等になっていない」は女

性（12.2％）が男性（8.8％）を 3.4 ポイント上回っています。（図表 2-1-1）  

  
図表 2-1-1 男女平等社会の進度（全体、性別）  

 
   

4.5

2.4

7.1

29.3

24.4

35.8

41.9

46.5

36.4

10.6

12.2

8.8

8.8

8.7

9.2

5.0

5.8

2.7

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

十分平等になってきている

無回答かなり平等になってきている

少しは平等になってきている

ほとんど平等になっていない

わからない
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【平成 27 年調査、平成 22 年調査、平成 16 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査、22 年調査、16 年調査と比較すると、全体では、「十分平等になってきている

（4.5％）」が、過去調査（平成 27 年調査：5.0％、平成 22 年調査：10.9％、平成 16 年調査：

10.2％）に比べて減っていますが、「十分平等になってきている」と「かなり平等になってきてい

る」の合計（33.8％）は、過去調査と大きく変わりません。一方「ほとんど平等になっていない

（10.6％）」は平成 27年調査よりも減っていますが、１割を超えています。 

性別にみると、女性は「十分平等になってきている」と「かなり平等になってきている」の合

計（26.8％）がやや増え、「ほとんど平等になっていない（12.2％）」が減っています。男性は

「十分平等になってきている（7.1％）」が減っていますが、「十分平等になってきている」と「か

なり平等になってきている」の合計（42.9％）はやや増えています。（図表 2-1-2） 

 
図表 2-1-2 男女平等社会の進度（全体、性別、平成 27 年・平成 22 年・平成 16 年調査） 

 
  

7.1

7.4

15.9

14.4

35.8

34.6

21.9

25.6

36.4

29.3

32.5

34.0

8.8

10.1

6.5

6.1

9.2

11.5

22.6

18.7

2.7

7.0

0.6

1.1

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

平成22年

(N=634)

平成16年

(N=620)

（％）十分平等になってきている

無回答かなり平等になってきている

少しは平等になってきている

ほとんど平等になっていない

わからない

男性

2.4

3.1

6.7

6.5

24.4

21.4

19.1

17.4

46.5

41.0

40.8

42.6

12.2

14.8

12.2

11.2

8.7

16.5

20.0

20.8

5.8

3.2

1.2

1.6

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

平成22年

(N=760)

平成16年

(N=679)

（％）十分平等になってきている

無回答かなり平等になってきている

少しは平等になってきている

ほとんど平等になっていない

わからない

女性

4.5

5.0

10.9

10.2

29.3

27.1

20.4

21.3

41.9

35.6

37.0

38.5

10.6

12.7

9.6

8.8

8.8

14.6

21.2

19.8

5.0

4.9

0.9

1.4

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

平成22年

(N=1,394)

平成16年

(N=1,299)

（％）

十分平等になってきている

無回答かなり平等になってきている

少しは平等になってきている

ほとんど平等になっていない

わからない

全体
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（２）男女の不平等を感じること  

問１で３～４のいずれかをお答えの方に 

問１-１ 具体的に、どのような点で男女の不平等を感じますか。  

（○はあてはまるものすべて） 

【全体】  

男女平等社会の進度について、「少しは平等になってきている」「ほとんど平等になっていない」

と回答した人に、不平等を感じる点をたずねました。  

全体では、「家事や育児のほとんどを女性が担っていること（65.1％）」が最も多く、「男性が仕

事に追われ、家事・育児・教育などの家庭生活にかかわりにくいこと（58.7％）」、「就職や採用、

昇格や賃金など、労働の場面で男女に格差があること（56.5％）」が続いています。（図表 2-2-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「家事や育児のほとんどを女性が担っていること（71.5％）」が最も多く

７割を超えています。男性は「男性が仕事に追われ、家事・育児・教育などの家庭生活にかかわ

りにくいこと（61.8％）」が最も多く、「就職や採用、昇格や賃金など、労働の場面で男女に格差

があること（55.8％）」が続いています。  

男女の違いをみると、「家事や育児のほとんどを女性が担っていること（女性：71.5％、男性：

54.4％）」、「介護の負担が女性に偏っていること（女性：49.1％、男性：35.0％）」で、女性が男

性をそれぞれ 17.1 ポイント、14.1 ポイント上回っています。（図表 2-2-1）  

  
図表 2-2-1 男女の不平等を感じること（全体、性別：複数回答）  

＜少しは平等になってきている、ほとんど平等になっていないと感じている人＞  
 

  

71.5

57.2

56.6

44.4

49.1

40.7

39.6

33.1

34.4

34.1

1.6

0.0

54.4

61.8

55.8

49.3

35.0

37.3

34.1

27.6

24.4

24.4

4.6

0.5

0 20 40 60 80

家事や育児のほとんどを女性が担っていること

男性が仕事に追われ、家事・育児・教育

などの家庭生活にかかわりにくいこと

就職や採用、昇格や賃金など、

労働の場面で男女に格差があること

議員や企業の管理職、地域社会の役員

など、女性の社会参画が進んでいないこと

介護の負担が女性に偏っていること

「男らしさ、女らしさ」という

考えが、人々の間にあること

学校や日常生活の中で、男女に

よる役割分担があること

職場や学校などで、セクシュアル・ハラス

メント（性的いやがらせ）がおこること

風俗産業やマスメディアなどで、

女性の性が商品化されていること

家庭内・外にかかわらず、女性に

対する暴力がなくならないこと

その他

無回答
女性(N=369)

男性(N=217)

（％）

65.1

58.7

56.5

46.5

44.2

39.8

37.7

31.3

31.0

31.0

2.7

0.2

0 20 40 60 80

家事や育児のほとんどを女性が担っていること

男性が仕事に追われ、家事・育児・教育

などの家庭生活にかかわりにくいこと

就職や採用、昇格や賃金など、

労働の場面で男女に格差があること

議員や企業の管理職、地域社会の役員

など、女性の社会参画が進んでいないこと

介護の負担が女性に偏っていること

「男らしさ、女らしさ」という

考えが、人々の間にあること

学校や日常生活の中で、男女に

よる役割分担があること

職場や学校などで、セクシュアル・ハラス

メント（性的いやがらせ）がおこること

風俗産業やマスメディアなどで、

女性の性が商品化されていること

家庭内・外にかかわらず、女性に

対する暴力がなくならないこと

その他

無回答
全体(N=591)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、全体の傾向に大きな変化はありませんが、「学校や日常生活の中

で男女による役割分担があること」が増加しています。（図表 2-2-2） 

 
図表 2-2-2 男女不平等を感じること（全体、平成 27 年調査） 

＜少しは平等になってきている、ほとんど平等になっていないと感じている人＞ 

 
  

 

  

65.1

58.7

56.5

46.5

44.2

39.8

37.7

31.3

31.0

31.0

2.7

0.2

59.0

57.6

53.7

41.7

44.2

41.7

7.1

28.3

24.4

23.7

1.6

0.0

0 20 40 60 80

家事や育児のほとんどを女性が担っていること

男性が仕事に追われ、家事・育児・教育

などの家庭生活にかかわりにくいこと

就職や採用、昇格や賃金など、

労働の場面で男女に格差があること

議員や企業の管理職、地域社会の役員

など、女性の社会参画が進んでいないこと

介護の負担が女性に偏っていること

「男らしさ、女らしさ」という

考えが、人々の間にあること

学校や日常生活の中で、男女に

よる役割分担があること

職場や学校などで、セクシュアル・ハラス

メント（性的いやがらせ）がおこること

風俗産業やマスメディアなどで、

女性の性が商品化されていること

家庭内・外にかかわらず、女性に

対する暴力がなくならないこと

その他

無回答 令和２年(N=591)
平成27年(N=561)

（％）
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（３）男女の地位の平等感  

問２ あなたは、次のような面で男女の地位が平等になっていると思いますか。（ア）～

（ク）のそれぞれについて、あなたの感じ方に近いものを選んでください。  

（○はそれぞれ１つずつ） 

【全体】  

７つの分野および『全体として、現在の日本では』について男女の地位の平等感をたずねまし

た。ここでは、「男性が優遇されている」と「やや男性が優遇されている」の合計を《男性優遇》、

「平等である」を《平等》、「女性が優遇されている」と「やや女性が優遇されている」の合計を

《女性優遇》としています。  

全体では、『政治の場（75.0％）』、『社会通念・慣習・しきたりなど（73.4％）』で《男性優遇》

が７割台と多くなっています。また、『学校教育の場』で《平等（54.4％）》が５割台で７つの分

野の中で最も多くなっています。また、『全体として、現在の日本では』では、《男性優遇

（74.7％）》が７割台となっています。（図表 2-3-1）  

  
図表 2-3-1 男女の地位の平等感（全体）  

 
  

12.4

17.8

3.1

40.4

13.3

22.6

6.7

14.7

37.7

40.0

14.8

34.6

28.2

50.8

27.2

60.0

29.7

25.1

54.4

12.4

34.6

13.3

37.2

13.8

7.3

4.2

3.1

1.1

4.6

2.1

3.6

2.2

2.5

1.7

0.3

0.4

1.6

0.5

0.9

0.8

7.4

8.3

20.2

8.8

14.8

8.3

21.9

6.8

3.0

2.9

4.0

2.2

3.0

2.4

2.5

1.7

（ア）家庭生活

（イ）職場

（ウ）学校教育の場

（エ）政治の場）

（オ）法律や制度の場

（カ）社会通念・慣習

しきたりなど

（キ）自治会やＮＰＯ

などの地域活動の場

（ク）全体として、

現在の日本では

（％）

男性が優遇

されている

無回答
やや男性が優遇

されている 平等である

やや女性が優遇されている

女性が優遇

されている

わからない

男性優遇

女性優遇

全体(N=1,117)
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【性別】  

性別にみると、いずれの項目も、女性は男性より《男性優遇》が、男性は女性より《平等》《女

性優遇》が多くなっています。  

また、女性は『学校教育の場』以外では、《男性優遇》が《平等》を上回っており、『社会通

念・慣習・しきたりなど（79.8％）』、『政治の場（79.1％）』で８割近くを占めています。 

一方、男性は『学校教育の場』、『法律や制度の上』、『自治会やNPOなどの地域活動の場』で《平

等》が《男性優遇》を上回っています。  

また、『家庭生活』では男女の差が大きく、《男性優遇》は、女性（58.2％）が男性（40.0％）

を 18.2 ポイント上回っています。（図表 2-3-2）  

  
図表 2-3-2 男女の地位の平等感（性別）  

 

17.7

6.1

20.6

14.4

4.8

1.0

45.3

34.1

18.2

7.5

28.8

14.4

9.2

3.6

17.8

10.7

40.5

33.9

39.1

41.2

15.4

13.4

33.8

35.8

30.7

24.1

51.0

50.6

32.0

21.1

62.2

57.5

24.4

36.6

23.6

26.8

51.0

59.6

8.7

17.4

27.2

44.6

8.4

20.1

30.5

46.0

9.5

19.0

5.5

9.4

3.2

5.6

2.9

3.3

0.5

1.9

3.4

6.3

1.1

3.3

2.3

5.4

1.4

3.3

1.8

3.6

1.3

2.3

0.2

0.4

0.2

0.8

0.8

2.7

1.3

0.3

1.7

0.3

1.5

7.4

7.7

9.8

6.5

21.9

18.2

9.5

7.9

17.4

11.5

8.5

7.9

23.6

19.7

7.2

6.3

2.7

2.7

2.4

3.1

3.9

4.0

2.1

2.1

2.4

3.3

2.3

2.3

2.1

2.5

1.4

1.7

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

（％）

男性が優遇

されている

無回答

やや男性が優遇

されている 平等である

やや女性が優遇されている

女性が優遇

されている

わからない

男性優遇

女性優遇

（ア）家庭生活

（イ）職場

（ウ）学校教育の場

（エ）政治の場

（オ）法律や制度の上

（カ）社会通念・慣習・

しきたりなど

（キ）自治会やNPO等の

地域活動の場

（ク）全体として、

現在日本では

女性(N=622)

男性(N=478)



 

19 

 

【平成 27 年調査との比較】 

平成 27 年調査と比較すると、すべての分野で《男性優遇》の割合が増えており、特に『全体と

して現在日本では』は、63.9％から 74.7％へ 10.8 ポイント増えています。（図表 2-3-3） 

 
図表 2-3-3 男女の地位の平等感（全体、平成 27 年調査） 

 
   

12.4

10.7

17.8

17.0

3.1

2.2

40.4

34.6

13.3

11.0

22.6

22.3

9.2

4.7

14.7

13.8

37.7

36.1

40.0

36.6

14.8

10.2

34.6

31.4

28.2

24.3

50.8

44.3

32.0

23.1

60.0

53.8

29.7

28.2

25.1

18.6

54.4

48.1

12.4

11.4

34.6

32.3

13.3

10.9

30.5

34.0

13.8

12.8

7.3

5.7

4.2

4.1

3.1

2.3

1.1

1.9

4.6

3.8

2.1

1.8

2.3

3.7

2.2

2.9

2.5

2.1

1.7

1.3

0.3

0.5

0.4

0.4

1.6

0.7

0.5

0.7

0.3

0.7

0.8

0.7

7.4

8.3

8.3

11.5

20.2

23.5

8.8

11.0

14.8

17.6

8.3

10.5

23.6

23.6

6.8

9.0

3.0

9.0

2.9

10.9

4.0

13.1

2.2

9.3

3.0

10.3

2.4

9.5

2.1

10.2

1.7

7.0

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

（％）

男性が優遇

されている

無回答

やや男性が優遇

されている 平等である

やや女性が優遇されている

女性が優遇

されている

わからない

男性優遇

女性優遇

（ア）家庭生活

（イ）職場

（ウ）学校教育の場

（エ）政治の場

（オ）法律や制度の上

（カ）社会通念・慣習・

しきたりなど

（キ）自治会やNPO等の

地域活動の場

（ク）全体として、

現在日本では

令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)
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３ 結婚観  

（１）結婚観  

問３ 次にあげる（ア）～（カ）の考えについて、あなたはどう思いますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

【全体】  

結婚観について６つの考え方をたずねました。ここでは、「そう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」の合計を《賛成》、「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計を《反

対》としています。  

《賛成》の多い順でみると、全体では『結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくても

どちらでもよい』が 84.6％で最も多く、『未婚の女性が子どもを産み育てるのもひとつの生き方

だ（72.1％）』、『夫も妻も外で働き、家事も分担するべきである（69.3％）』、『結婚しても相手に

満足できないときは離婚すればよい（64.7％）』となっています。 

一方、『夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである』は《反対》が 77.1％と７割を超えています。

（図表 3-1-1）  

  
図表 3-1-1 結婚観（全体）  

 
  

57.5

2.9

28.7

38.9

32.3

38.8

27.1

18.0

40.6

24.5

32.4

33.3

9.7

27.8

15.0

20.9

21.3

14.2

4.4

49.3

13.2

13.6

12.0

11.8

1.3

2.0

2.4

2.1

2.0

1.9

(ア)結婚は個人の自由である

から、結婚してもしなくても

どちらでもよい

(イ)夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきである

(ウ)夫も妻も外で働き、家事

も分担するべきである

(エ)結婚しても必ずしも子ども

をもつ必要はない

(オ)結婚しても相手に満足でき

ないときは離婚すればよい

(カ)未婚の女性が子どもを産み

育てるのもひとつの生き方だ

(％)

そう思う

無回答

どちらかと

いえばそう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない

賛成

反対

全体(N=1,117)
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【性別】  

性別にみると、『結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい』は《賛

成》が、女性は 87.8％、男性は 81.2％で、女性が多くなっています。  

『夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである』では、《反対》は女性 80.2％、男性 74.0％で、

女性が多くなっています。  

『夫も妻も外で働き、家事を分担するべきである』では、《賛成》は女性 73.1％、男性 65.1％

で、女性が多くなっています。  

『結婚しても必ずしも子どもをもつ必要はない』では、《賛成》は女性69.1％、男性56.5％で、

女性が多くなっています。  

『結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい』では、《賛成》は女性 72.2％、男性

55.0％で、女性が多くなっています。 

『未婚の女性が子どもを産み育てるのもひとつの生き方だ』では、《賛成》は女性 73.9％、男性

69.9％で、大きな差はありません。（図表 3-1-2）  

  
図表 3-1-2 結婚観（性別） 

 
  

61.9

52.5

1.8

4.4

34.4

22.0

45.3

30.8

39.4

23.6

42.9

33.3

25.9

28.7

16.1

19.9

38.7

43.1

23.8

25.7

32.8

31.4

31.0

36.6

7.7

12.1

26.2

29.9

13.0

17.2

17.7

25.5

17.0

27.2

14.8

14.0

3.4

5.4

54.0

44.1

11.9

15.1

11.4

15.7

9.2

15.9

9.8

14.2

1.1

1.3

1.9

1.7

1.9

2.7

1.8

2.3

1.6

1.9

1.4

1.9

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

（％）

そう思う

無回答

どちらかと

いえばそう思う

どちらかといえば

そう思う
そう思わない

賛成

反対

(ア)結婚は個人の自由である

から、結婚してもしなく

てもどちらでもよい

(イ)夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきである

(ウ)夫も妻も外で働き、家事

も分担するべきである

(エ)結婚しても必ずしも子ども

をもつ必要はない

(オ)結婚しても相手に満足でき

ないときは離婚すればよい

(カ)未婚の女性が子どもを産み

育てるのもひとつの生き方だ

女性(N=622)

男性(N=478)
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、『夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである』について《反対》

は 77.1％で平成 27 年調査（66.3％）より 10.8 ポイント増えています。 

その他の《賛成》は全て平成 27 年調査より増えています。（図表 3-1-3） 

 
図表 3-1-3 結婚観（全体、平成 27 年調査） 

 
  

57.5

44.3

2.9

5.0

28.7

22.6

38.9

23.4

32.3

23.3

38.8

26.6

27.1

30.9

18.0

21.9

40.6

37.3

24.5

23.3

32.4

30.0

33.3

30.4

9.7

12.0

27.8

25.0

15.0

19.6

20.9

23.4

21.3

23.5

14.2

19.1

4.4

7.3

49.3

41.3

13.2

12.4

13.6

22.1

12.0

16.0

11.8

17.1

1.3

5.5

2.0

6.9

2.4

8.2

2.1

7.7

2.0

7.2

1.9

6.7

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

平成27年

（％）

そう思う

無回答

どちらかと

いえばそう思う

どちらかといえば

そう思う
そう思わない

賛成

反対

(ア)結婚は個人の自由である

から、結婚してもしなく

てもどちらでもよい

(イ)夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきである

(ウ)夫も妻も外で働き、家事

も分担するべきである

(エ)結婚しても必ずしも子ども

をもつ必要はない

(オ)結婚しても相手に満足でき

ないときは離婚すればよい

(カ)未婚の女性が子どもを産み

育てるのもひとつの生き方だ

令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)
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４ 家庭生活  

 （１）家事などの分担  

問４ 家庭の中で、あなたは（ア）～（シ）にあげることを、どの程度行っています

か。（○はそれぞれ１つずつ） 

【全体】  

家事などの分担の頻度についてたずねました。  

「いつもしている」の多い順にみると、全体では『食事の後片付け』が 59.9％で最も多く、『食

料品・日用品の買い物（57.7％）』、『洗濯（56.4％）』、『ゴミ出し（55.7％）』が続いています。

（図表 4-1-1）  
 図表 4-1-1 家事などの分担（全体）  

 

54.1

59.9

57.7

56.4

54.6

51.8

55.7

19.5

23.1

26.8

31.2

19.1

32.9

31.6

24.4

12.7

15.0

8.8

7.0

13.6

8.3

10.2

12.2

21.7

5.6

3.0

2.1

9.0

2.2

4.6

5.4

43.3

2.1

1.6

2.1

1.9

2.0

1.8

2.3

2.8

(ア)食事の支度

(イ)食事の後片付け

(ウ)食料品・日用品の買い物

(エ)洗濯

(オ)部屋の掃除・片付け

(カ)風呂やトイレの掃除

(キ)ゴミ出し

(ク)町内会や自治会への出席

（％）

いつもしている

無回答

ときどきする

ほとんどしない

全くしない

全体(N=1,117)

18.0

21.3

19.0

4.2

10.7

14.0

9.2

2.7

4.3

6.0

4.7

0.5

7.6

4.3

7.3

2.2

55.2

51.2

55.9

4.1

3.2

3.9

90.3

(ケ)育児・子どもの教育や

保育園・幼稚園の送迎

(コ)家族の病気の看護・介護

(サ)授業参観や保護者会、

PTAへの出席

(シ)その他

（％）

いつもしている

無回答
ときどきする

ほとんどしない

全くしない

全体(N=1,117)
子どもや介護をする人が

いないのでする必要がない



 

24 

【性別】  

性別にみると、すべての項目で「いつもしている」は女性が男性を上回っています。  

「いつもしている」の多い順にみると、女性は『洗濯（79.1％）』が最も多く、『食事の支度

（78.1％）』、『食事の後片付け（77.3％）』、『食料品・日用品の買い物（74.9％）』、『部屋の清掃・

片付け（72.0%）』が７割台となっています。男性は『ゴミ出し（49.0％）』が４割台で最も多く、

『食事の後片付け（37.4％）』、『食料品・日用品の買い物（35.4％）』が続いています。（図表 4-1-

2）  

  
図表 4-1-2 家事などの分担（性別）  

 
  

78.1

22.8

77.3

37.4

74.9

35.4

79.1

27.4

72.0

32.4

66.4

33.1

60.5

49.0

21.7

16.3

12.4

37.0

16.1

40.6

19.6

46.2

12.4

27.4

22.2

46.4

24.0

41.6

19.5

31.4

10.5

15.9

6.4

26.6

4.7

14.4

2.9

12.6

5.1

24.9

3.5

14.9

5.9

15.5

12.7

11.7

22.7

20.3

1.4

10.9

1.0

5.4

1.3

2.9

2.1

17.8

1.0

3.8

2.4

7.5

5.5

5.4

42.8

44.8

1.6

2.7

1.0

2.1

1.3

2.9

1.3

2.5

1.3

2.5

1.3

2.3

1.9

2.5

2.4

2.7

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

（％）

いつもしている

無回答
ときどきする

ほとんどしない

まったくしない

(ア)食事の支度

(イ)食事の後片付け

(ウ)食料品・日用品の買い物

(エ)洗濯

(オ)部屋の掃除・片付け

(カ)風呂やトイレの掃除

(キ)ゴミ出し

(ク)町内会や自治会への出席

女性(N=622)

男性(N=478)
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【性別】  

育児や介護の分担について「いつもしている」を多い順にみると、女性は『授業参観や保護者

会、PTA への出席（29.6％）』が最も多く、『家族の病気の看護・介護（29.1％）』、『育児・子ども

の教育や保育園・幼稚園への送迎（28.5％）』が続いています。男性は『授業参観や保護者会への

出席（5.6％）』、『育児・子どもの教育や保育園・幼稚園への送迎（4.8％）』が１割未満です。（図

表 4-1-3）  

  
図表 4-1-3 家事などの分担（性別）  

 
  

28.5

4.8

29.1

11.1

29.6

5.6

4.8

3.6

5.9

16.9

10.5

19.0

4.3

15.7

1.1

4.8

1.4

7.7

2.9

9.4

2.1

7.7

0.5

0.6

5.5

10.3

4.5

4.2

4.8

10.5

1.6

3.1

54.7

56.3

50.2

52.9

55.3

56.7

4.0

4.0

2.9

3.3

3.9

3.8

92.0

87.9

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

（％）

いつもしている 無回答

ときどきする

ほとんどしない

まったくしない

(ケ)育児・子どもの教育や

保育園・幼稚園の送迎

(コ)家族の病気の看護・介護

(サ)授業参観や保護者会、

PTAへの出席

(シ)その他

女性(N=622)

男性(N=478)

子どもや介護する人が

いないのでする必要がない
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（２）男性の家庭参画の度合い  

問５ あなたは、家庭生活において男性は家事・育児・介護などについて、どれくらい

取り組めばよいと思いますか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「配偶者・パートナーと分担するのがよい（54.1％）」が最も多く、「積極的に取り組

んだ方がよい（29.7％）」、「配偶者・パートナーを手伝う程度でよい（13.9％）」が続いています。

（図表 4-2-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「積極的に取り組んだ方がよい（女性：35.9％、男性：21.8％）」で男性

を上回っています。（図表 4-2-1）  

  
図表 4-2-1 男性の家庭参画の度合い（全体、性別）  

 
  

29.7

35.9

21.8

54.1

50.6

59.0

13.9

12.1

16.3

1.0

0.6

1.5

1.3

0.8

1.5

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

積極的に取り組んだ方がよい

無回答
配偶者・パートナーと

分担するのがよい

配偶者・パートナーを

手伝う程度でよい

配偶者・パートナーに

任せておけばよい



 

27 

問５-１ 問５で回答した理由をご記入ください。（○はあてはまるものすべて） 

【全体】 

全体では、「固定的な男性と女性の役割分担の意識を押し付けるべきでないから（48.0％）」が

最も多く、「男性が家事・育児・介護などに取り組み配偶者・パートナーも外で働いて能力を発揮

した方が、個人や社会にとってよいと思うから（35.2％）」、「家事・育児・介護と両立しながら、

配偶者・パートナーも働き続けることは可能だと思うから（33.8％）」が続いています。 

（図表 4-2-2） 

 

【性別】 

性別にみると、男女ともに「固定的な男性と女性の役割分担の意識を押し付けるべきでないか

ら（女性：48.9％、男性 46.7％）」が最も多くなっています。 

男女の違いをみると、「男性が家事・育児・介護などに取り組み配偶者・パートナーも外で働い

て能力を発揮した方が、個人や社会にとってよいと思うから（女性：37.6％、男性：31.8％）」、

「家事・育児・介護と両立しながら、配偶者・パートナーも働き続けることは可能だと思うから

（女性：36.2％、男性：30.8％）」で、女性が男性を 5 ポイント以上、上回っています。（図表 4-

2-2） 

 
図表 4-2-2 問５で回答した理由（全体、性別）  

 
  

48.9

37.6

36.2

30.9

22.3

14.5

11.3

6.1

6.9

2.7

7.4

2.7

3.1

46.7

31.8

30.8

27.2

22.0

15.9

13.0

9.4

7.9

4.6

6.3

3.6

2.7

0 10 20 30 40 50 60

固定的な男性と女性の役割分担の意識を押し付けるべきでないから

男性が家事・育児・介護などに取り組み配偶者・パートナーも外で

働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとってよいと思うから

家事・育児・介護と両立しながら、配偶者・

パートナーも働き続けることは可能だと思うから

男性が家事・育児・介護などに取り組み配偶者・パートナー

も外で働くことで、多くの収入を得られると思うから

家事・育児・介護と両立しながら、配偶者・

パートナーも働き続けることは大変だと思うから

男女平等に反すると思うから

配偶者・パートナーが家事・育児・介護をする方がよいと思うから

男性の仕事が忙しく、家事・育児・

介護を手伝うことができないから

自分の両親も役割分担をしていたから

日本の伝統的な家族の在り方だと思うから

その他

わからない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

48.0

35.2

33.8

29.3

22.4

15.3

12.1

7.5

7.3

3.5

6.8

3.1

3.0

0 10 20 30 40 50 60

固定的な男性と女性の役割分担の意識を押し付けるべきでないから

男性が家事・育児・介護などに取り組み配偶者・パートナーも外で

働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとってよいと思うから

家事・育児・介護と両立しながら、配偶者・

パートナーも働き続けることは可能だと思うから

男性が家事・育児・介護などに取り組み配偶者・パートナー

も外で働くことで、多くの収入を得られると思うから

家事・育児・介護と両立しながら、配偶者・

パートナーも働き続けることは大変だと思うから

男女平等に反すると思うから

配偶者・パートナーが家事・育児・介護をする方がよいと思うから

男性の仕事が忙しく、家事・育児・

介護を手伝うことができないから

自分の両親も役割分担をしていたから

日本の伝統的な家族の在り方だと思うから

その他

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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（３）男性の家庭参画に必要なこと  

問６ 男性が家事・育児・介護にさらに参加するためには、何が必要だと思いますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

【全体】  

全体では、「男性自身の家事・育児・介護に取り組みたいと思う気持ち（61.8％）」が最も多く、

「男性が家事・育児・介護を担うことに対する、職場の上司や同僚の理解（56.4％）」、「労働時間

短縮や休暇取得率の上昇に会社が取り組むこと（52.2％）」が続いています。（図表 4-3-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「男性自身の家事・育児・介護に取り組みたいと思う気持ち（68.3％）」

が６割を超えて最も多く、「男性が家事・育児・介護を担うことに対する、職場の上司や同僚の理

解（60.0％）」、「労働時間短縮や休暇取得率の上昇に会社が取り組むこと（51.1％）」が続いてい

ます。 

男性は「労働時間短縮や休暇取得率の上昇に会社が取り組むこと（54.8％）」、「男性自身の家

事・育児・介護に取り組みたいと思う気持ち（53.1％）」、「男性が家事・育児・介護を担うことに

対する、職場の上司や同僚の理解（52.3%）」が５割を超えています。（図表 4-3-1）  

  
図表 4-3-1 男性の家庭参画に必要なこと（全体、性別：複数回答）  

 

68.3

60.0

51.1

49.0

49.0

38.1

34.6

16.6

15.6

1.4

2.4

1.0

53.1

52.3

54.8

45.0

37.9

31.0

35.1

15.5

12.1

3.8

5.4

1.7

0 20 40 60 80

男性自身の家事・育児・介護に

取り組みたいと思う気持ち

男性が家事・育児・介護を担うことに

対する、職場の上司や同僚の理解

労働時間短縮や休暇取得率の

上昇に会社が取り組むこと

仕事より家庭を優先することがあっても、

会社での人事評価が変わらないこと

男性が家事・育児・介護に参加することに

対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者・パートナーとのコミュニケーションの

向上により、家庭参画の機会が得られること

男性自身の家事・育児・介護の

知識の習得やスキルの向上

男性が家事・育児・介護に参加すること

に対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護を行うための

仲間（ネットワーク）作りを行うこと

特に必要なことはない

わからない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

61.8

56.4

52.2

47.0

44.1

34.8

34.6

16.0

14.0

2.4

3.7

1.5

0 20 40 60 80

男性自身の家事・育児・介護に

取り組みたいと思う気持ち

男性が家事・育児・介護を担うことに

対する、職場の上司や同僚の理解

労働時間短縮や休暇取得率の

上昇に会社が取り組むこと

仕事より家庭を優先することがあっても、

会社での人事評価が変わらないこと

男性が家事・育児・介護に参加することに

対する男性自身の抵抗感をなくすこと

配偶者・パートナーとのコミュニケーションの

向上により、家庭参画の機会が得られること

男性自身の家事・育児・介護の

知識の習得やスキルの向上

男性が家事・育児・介護に参加すること

に対する女性の抵抗感をなくすこと

男性が家事・育児・介護を行うための

仲間（ネットワーク）作りを行うこと

特に必要なことはない

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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５ 就労  

（１）職業  

問７ あなたの職業は、次のどれですか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「正社員・正職員（33.5％）」が最も多く、「パートタイム（12.5％）」、「家事専業

（11.5％）」が続いています。「無職」は 13.9％です。（図表 5-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「正社員・正職員（25.6％）」が最も多く、「家事専業（20.3％）」、「パー

トタイム（20.1％）」が続いています。男性は「正社員・正職員（44.6％）」が最も多くなってい

ます。（図表 5-1）  

  
図表 5-1 職業（全体、性別）  

 
  

25.6

10.0

20.1

20.3

3.9

8.4

3.5

1.8

1.4

1.1

1.6

1.0

1.4

44.6

19.0

2.7

0.2

12.3

7.3

2.9

3.6

3.6

2.1

0.2

0.2

1.3

0 20 40 60

正社員・正職員

無職

パートタイム

家事専業

自営業・経営者

派遣・契約嘱託社員

学生

その他

アルバイト

自由業（開業医、弁護士・

習い事の先生など）

家庭従業者

内職・在宅就業

無回答
女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

33.5

13.9

12.5

11.5

7.9

7.8

3.2

2.6

2.4

1.5

1.0

0.6

1.5

0 20 40

正社員・正職員

無職

パートタイム

家事専業

自営業・経営者

派遣・契約嘱託社員

学生

その他

アルバイト

自由業（開業医、弁護士・

習い事の先生など）

家庭従業者

内職・在宅就業

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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（２）職場での男女差別  

問７で１～９のいずれかをお答えの方に  

問７-１ あなたの職場では、次のような男女の差別がありますか。  

（○はあてはまるものすべて） 

【全体】 

何らかの仕事をしている人に、その内容や待遇の問題点についてたずねました。  

全体では、「昇進、昇格に男女差がある（14.9％）」が最も多く、「女性の配置場所が限られてい

る（11.7％）」、「賃金に男女差がある（10.3％）」が続いています。（図表 5-2-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「昇進、昇格に男女差がある（14.4％）」が最も多く、「賃金に男女差が

ある（9.9％）」、「女性の配置場所が限られている（6.9％）」が続いています。男性は「女性の配

置場所が限られている（16.7％）」が最も多く、「昇進、昇格に男女差がある（14.8％）」、「賃金に

男女差がある（9.8％）」が続いています。  

また、「女性の配置場所が限られている（女性：6.9％、男性：16.7％）」は、男性が女性を 9.8

ポイント上回っています。（図表 5-2-1）  

  
図表 5-2-1 職場での男女差別（全体、性別：複数回答）  

＜働いている人＞  

 

  

14.4

6.9

9.9

6.7

6.5

6.5

3.5

4.7

2.5

3.2

4.0

56.1

8.2

6.0

14.8

16.7

9.8

6.3

4.1

3.6

3.8

1.9

1.6

0.3

4.1

51.6

9.3

5.2

0 20 40 60

昇進、昇格に男女差がある

女性の配置場所が限られている

賃金に男女差がある

女性を管理職に登用しない

女性の能力を正当に評価しない

妊娠中の女性への配慮がされていない

女性は補助的な仕事しか

やらせてもらえない

女性は結婚や出産で退職しなければ

ならないような雰囲気がある

女性は教育・研修を受ける機会が少ない

中高年以上の女性に退職を

勧奨するような雰囲気がある

その他

特にない

わからない

無回答
女性(N=403)

男性(N=366)

（％）

14.9

11.7

10.3

6.4

5.5

5.3

3.7

3.6

2.2

1.8

4.2

53.8

8.6

5.5

0 20 40 60

昇進、昇格に男女差がある

女性の配置場所が限られている

賃金に男女差がある

女性を管理職に登用しない

女性の能力を正当に評価しない

妊娠中の女性への配慮がされていない

女性は補助的な仕事しか

やらせてもらえない

女性は結婚や出産で退職しなければ

ならないような雰囲気がある

女性は教育・研修を受ける機会が少ない

中高年以上の女性に退職を

勧奨するような雰囲気がある

その他

特にない

わからない

無回答 全体(N=780)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

平成 27 年調査と比較すると、全体の傾向に大きな変化はありませんが、「特にない」が増えて

います。（図表 5-2-2） 

 
図表 5-2-2 職場での男女差別（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜働いている人＞ 

 

14.9

11.7

10.3

6.4

5.5

5.3

3.7

3.6

2.2

1.8

4.2

53.8

8.6

5.5

16.3

14.7

14.6

8.5

9.1

5.9

5.1

5.2

3.0

2.7

6.4

47.7

0.0

8.5

0 20 40 60

昇進、昇格に男女差がある

女性の配置場所が限られている

賃金に男女差がある

女性を管理職に登用しない

女性の能力を正当に評価しない

妊娠中の女性への配慮がされていない

女性は補助的な仕事しか

やらせてもらえない

女性は結婚や出産で退職しなければ

ならないような雰囲気がある

女性は教育・研修を受ける機会が少ない

中高年以上の女性に退職を

勧奨するような雰囲気がある

その他

特にない

わからない

無回答
令和２年(N=780)

平成27年(N=706)

（％）
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（３）女性の働き方についての意識 

問８ 女性の働き方について、あなたが望ましいと思うのは次のどれですか。  

（○は１つだけ） 

【全体】  

全体では、「子育ての時期だけ一時辞めて、その後はまた仕事を持つ（43.1％）」が最も多く、

「結婚・出産にかかわらず、ずっと仕事を持つ（27.8％）」が続いています。（図表 5-3-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は、「子育ての時期だけ一時やめて、その後はまた仕事を持つ（女性：

45.2％、男性 40.0％）」、「結婚・出産にかかわらず、ずっと仕事を持つ（女性：30.2％、男性：

25.3％）」で男性を上回っています。（図表 5-3-1）  

  
図表 5-3-1 女性の働き方についての意識（全体、性別）  

 
   

0.5

0.3

0.8

2.3

2.4

2.3

6.4

4.5

9.0

43.1

45.2

40.0

27.8

30.2

25.3

10.4

9.2

12.3

8.1

7.1

9.2

1.3

1.1

1.0

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

仕事を持たない

無回答
子どもができるまでは仕事

を持ち、その後は持たない
結婚・出産にかかわらず、

ずっと仕事を持つ

子育ての時期だけ一時辞めて、

その後はまた仕事を持つ

結婚するまでは仕事を

持つが、結婚後は持たない

その他

わからない
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、男女ともに「結婚・出産にかかわらず、ずっと仕事を持つ」が増

えています。（図表 5-3-2） 

 
図表 5-3-2 女性の働き方についての意識（全体、性別、平成 27 年調査） 

 
 

  

0.5

0.7

0.3

0.8

0.8

0.6

2.3

3.3

2.4

2.0

2.3

4.9

6.4

7.6

4.5

5.2

9.0

10.1

43.1

45.5

45.2

47.3

40.0

43.1

27.8

21.4

30.2

23.4

25.3

19.2

10.4

6.7

9.2

6.5

12.3

7.4

8.1

9.7

7.1

10.0

9.2

9.1

1.3

5.1

1.1

4.8

1.0

5.6

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

仕事を持たない

無回答子どもができるまでは仕事

を持ち、その後は持たない 結婚・出産にかかわらず、

ずっと仕事を持つ

子育ての時期だけ一時辞めて、

その後はまた仕事を持つ

結婚するまでは仕事を

持つが、結婚後は持たない

その他

わからない

全体

女性

男性
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問８-１ 問８で回答した理由をご記入ください。(〇はあてはまるものすべて) 

【全体】 

全体では、「本人が望む働き方をするべきだと思うから（60.9％）」が最も多く、「経済力を持っ

た方がよいと思うから（27.0％）」、「夫婦で働いた方が多くの収入を得られるから（24.3％）」が

続いています。（図表 5-3-3）  

 

【性別】 

性別にみると、男女ともに「本人が望む働き方をするべきだと思うから（女性：59.3％、男性

62.8％）」が最も多くなっています。 

 
図表 5-3-3 問８で回答した理由（全体、性別）  

 
  

59.3

29.9

24.2

17.4

14.8

6.7

3.6

2.9

62.8

23.7

25.2

18.2

14.2

4.4

4.9

0.6

0 20 40 60 80

本人が望む働き方を

するべきだと思うから

経済力を持った方

がよいと思うから

夫婦で働いた方が多く

の収入を得られるから

家庭を守り、家で子どもの

面倒を見た方がよいと思うから

仕事と家庭の両立支援

が十分でないから

その他

わからない

無回答 女性(N=615)
男性(N=473)

（％）

60.9

27.0

24.3

17.6

14.5

5.7

4.3

1.9

0 20 40 60 80

本人が望む働き方を

するべきだと思うから

経済力を持った方

がよいと思うから

夫婦で働いた方が多く

の収入を得られるから

家庭を守り、家で子どもの

面倒を見た方がよいと思うから

仕事と家庭の両立支援

が十分でないから

その他

わからない

無回答
全体(N=1,103)

（％）
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（４）女性の再就職に対する支援  

問９ 結婚や妊娠・出産により仕事を辞めた女性が再び仕事を持つことを希望する場

合、あなたはどのようなことが必要だと思いますか。(○はあてはまるものすべて) 

【全体】  

全体では、「保育所・学童保育クラブなどの保育施設の充実（62.5％）」が最も多く、「出産など

で退職した後に希望すれば復帰できる再雇用制度の充実（60.3％）」、「家族の理解と協力

（56.1％）」が続いています。（図表 5-4-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「保育所・学童保育クラブなどの保育施設の充実（65.8％）」、「家族や周

囲などの理解と協力（62.9％）」が６割台、「出産などで退職した後に希望すれば復帰できる再雇

用制度の充実（59.5％）」、「求人の年齢制限の緩和（53.1％）」、「働き方の選択肢を多くすること

（52.1％）」、「パートの労働条件の向上（50.0％）」が５割台となっています。 

男性は「出産などで退職した後に希望すれば復帰できる再雇用制度の充実（61.3％）」が６割台

となっています。 

また、男女の違いをみると、女性は、「家族や周囲などの理解と協力（女性：62.9％、男性：

47.5％）」、「求人の年齢制限の緩和（女性：53.1％、男性：41.8％）」で男性をそれぞれ 15.4 ポイ

ント、11.3 ポイント上回っています。（図表 5-4-1）  

  
図表 5-4-1 女性の再就職に対する支援（全体、性別：複数回答）  

 

65.8

59.5

62.9

52.1

53.1

50.0

37.6

28.9

28.5

23.2

21.2

16.6

1.4

2.6

1.8

58.6

61.3

47.5

45.6

41.8

42.3

34.7

29.7

27.4

24.5

23.2

13.6

2.3

2.7

1.9

0 20 40 60 80

保育所・学童保育クラブ

などの保育施設の充実

出産などで退職した後に希望すれば

復帰できる再雇用制度の充実

家族や周囲などの理解と協力

働き方の選択肢を多くすること

求人の年齢制限の緩和

パートの労働条件の向上

高齢者の介護施設、医療施設の充実

求人情報を入手しやすくすること

技術や技能の習得の機会を多くすること

再就職のためのセミナー、

講習を実施すること

就職に関する相談体制の充実

女性が起業をする場合の支援

その他

わからない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

62.5

60.3

56.1

49.2

48.0

46.4

36.3

28.9

27.8

23.5

21.9

15.2

1.8

2.8

2.0

0 20 40 60 80

保育所・学童保育クラブ

などの保育施設の充実

出産などで退職した後に希望すれば

復帰できる再雇用制度の充実

家族や周囲などの理解と協力

働き方の選択肢を多くすること

求人の年齢制限の緩和

パートの労働条件の向上

高齢者の介護施設、医療施設の充実

求人情報を入手しやすくすること

技術や技能の習得の機会を多くすること

再就職のためのセミナー、

講習を実施すること

就職に関する相談体制の充実

女性が起業をする場合の支援

その他

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成27年調査と比較すると、令和２年調査、平成27年調査ともに「保育所・学童保育クラブな

どの保育施設の充実」が最も多くなっています。また、「働き方の選択肢を多くすること」が平成 

27 年調査から増えています。（図表 5-4-2） 

 
図表 5-4-2 女性の再就職に対する支援（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

 

62.5

60.3

56.1

49.2

48.0

46.4

36.3

28.9

27.8

23.5

21.9

15.2

1.8

2.8

2.0

61.6

57.7

57.0

44.5

47.5

43.1

32.5

26.6

23.6

17.5

20.8

12.1

2.1

5.3

5.0

0 20 40 60 80

保育所・学童保育クラブ

などの保育施設の充実

出産などで退職した後に希望すれば

復帰できる再雇用制度の充実

家族や周囲などの理解と協力

働き方の選択肢を多くすること

求人の年齢制限の緩和

パートの労働条件の向上

高齢者の介護施設、医療施設の充実

求人情報を入手しやすくすること

技術や技能の習得の機会を多くすること

再就職のためのセミナー、

講習を実施すること

就職に関する相談体制の充実

女性が起業をする場合の支援

その他

わからない

無回答

令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)

（％）
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（５）育児休業・介護休業の利用状況  

問 10 あなたは育児休業・介護休業を利用したことがありますか。  
（○はそれぞれ１つずつ） 

  

 ■育児休業  

【全体】  

全体では、「利用したことがある」が6.9％、「利用したことはない」が46.6％となっています。

（図表 5-5-1）  

【性別】  

性別にみると、「利用したことがある」は女性が 11.4％、男性が 1.3％となっています。（図表

5-5-1）  

  

 ■介護休業  

【全体】  

全体では、「利用したことがある」が1.2％、「利用したことはない」が38.9％となっています。

（図表 5-5-2）  

【性別】  

性別にみると、「利用したことがある」が女性は1.4％、男性は0.6％なっています。（図表5-5-2） 

  
図表 5-5-1 育児休業の利用状況（全体、性別） 

  
 

図表 5-5-2 介護休業の利用状況（全体、性別）  

   

6.9

11.4

1.3

46.6

44.2

49.8

38.0

37.8

39.1

8.5

6.6

9.8

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

無回答

利用したことはない
小さい子どもがいないので

利用する必要がない

利用したことがある

1.2

1.4

0.6

38.9

37.3

40.8

48.0

49.2

47.9

11.9

12.1

10.7

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

無回答
利用したことはない

介護を要する人がいないので

利用する必要がない

利用したことがある
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【平成 27 年調査との比較】 

 

■育児休業 

平成 27 年調査と比較すると、女性は「利用したことがある（令和２年調査：11.4％、平成 

27 年調査：9.4％）」が 2.0 ポイント増えています。（図表 5-5-3） 

 

■介護休業 

平成 27 年調査と比較すると、女性は「利用したことがある（令和２年調査：1.4％、平成 

27 年調査：1.7％）」が 0.3 ポイント減っています。（図表 5-5-4） 

 
図表 5-5-3 育児休業の利用状況（全体、性別、平成 27 年調査） 

 
 

図表 5-5-4 介護休業の利用状況（全体、性別、平成 27 年調査） 

 

6.9

5.9

11.4

9.4

1.3

0.8

46.6

44.7

44.2

42.8

49.8

48.0

38.0

33.4

37.8

31.0

39.1

36.5

8.5

16.0

6.6

16.8

9.8

14.6

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

無回答

小さいどもがいないので

利用する必要がない

利用したことはない

利用したことがある

全体

女性

男性

1.2

1.5

1.4

1.7

0.6

1.0

38.9

36.3

37.3

35.3

40.8

37.9

48.0

43.4

49.2

43.8

47.9

42.9

11.9

18.8

12.1

19.3

10.7

18.1

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

無回答

介護を要する人がいないので

利用する必要がない

利用したことはない

利用したことがある

全体

女性

男性
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（６）育児休業・介護休業の利用期間  

問 10 で「１．利用したことがある」とお答えの方に 

問 10-1 どのくらいの期間、休暇を取りましたか。複数回利用したことがある方は、 

    最近のケースでご回答ください。（回答の場合、○はどちらも１つ） 

■育児休業  

【全体】  

育児休業を「利用したことがある」と回答した人に、その期間をたずねました。  

全体では、「６カ月～１年未満（41.6％）」が最も多く、「１年以上（36.4％）」、「３カ月未満

（11.7％）」が続いています。（図表 5-6-1）  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「６カ月～１年未満（女性：40.8％、男性：50.0％）」が最も多く、

女性は「１年以上（39.4％）」が男性は「３カ月未満（33.3％）」が続いています。（図表 5-6-1）  

 

■介護休業  

【全体】  

介護休業を「利用したことがある」と回答した人に、その期間をたずねました。  

全体では、「１カ月未満（53.8％）」が最も多く、「１カ月～２カ月未満（23.1％）」、「３カ月以上

（15.4％）」が続いています。（図表 5-6-2）  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「１カ月未満（女性：33.3％、男性：100.0％）」が最も多くなって

います。（図表 5-6-2）  

  
図表 5-6-1 育児休業の利用期間（全体、性別）＜育児休業を利用したことがある人＞  

 

図表 5-6-2 介護休業の利用期間（全体、性別）＜介護休業を利用したことがある人＞  

  

11.7

9.9

33.3

10.4

9.9

16.7

41.6

40.8

50.0

36.4

39.4

全体(N=77)

女性(N=71)

男性(N=6)

（％）

３カ月～６カ月未満

６カ月～１年未満３カ月未満 １年以上

53.8

33.3

100.0

23.1

33.3

7.7

11.1

15.4

22.2

全体(N=13)

女性(N=9)

男性(N=3)

（％）

１カ月～２カ月未満

２カ月～３カ月未満

１カ月未満 ３カ月以上
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【平成 27 年調査との比較】 

 

■育児休業 

平成 27 年調査と比較すると、女性は「１年以上（令和２年：39.4％、平成 27 年調査：18.0％）」

が 21.4 ポイント増えています。男性は（図表 5-6-3） 

 

■介護休業 

令和２年調査、平成 27 年調査ともに対象者数が 20 件未満のためグラフの掲載のみとします。

（図表 5-6-4） 

 
図表 5-6-3 育児休業の利用期間（全体、性別、平成 27 年調査） 

＜育児休業を利用したことがある人＞ 

 

図表 5-6-4 介護休業の利用期間（全体、性別、平成 27 年調査） 

＜介護休業を利用したことがある人＞ 

 

 

  

11.7

23.5

9.9

19.7

33.3

100.0

10.4

10.3

9.9

9.8

16.7

41.6

45.6

40.8

47.5

50.0

36.4

16.2

39.4

18.0

4.4

4.9

令和２年

(N=77)

平成27年

(N=68)

令和２年

(N=71)

平成27年

(N=61)

令和２年

(N=6)

平成27年

(N=4)

（％）

無回答６カ月～１年未満

３カ月～６カ月未満

３カ月未満

全体

女性

男性

１年以上

53.8

23.5

33.3

18.2

100.0

40.0

23.1

11.8

33.3

18.2

0.0

7.7

5.9

11.1

9.1

0.0

15.4

47.1

22.2

36.4

60.0

11.8

18.2

令和２年

(N=13)

平成27年

(N=17)

令和２年

(N=9)

平成27年

(N=11)

令和２年

(N=3)

平成27年

(N=5)

（％）

無回答

２カ月～３カ月未満

１カ月～２カ月未満

１カ月未満

全体

女性

男性

３カ月以上
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（７）育児休業・介護休業を利用しなかった理由 

問 10 で「２．利用したことはない」とお答えの方に 

問 10-2 利用しなかった理由はなんですか。  

（回答の場合、○はどちらもあてはまるものすべて） 

 ■育児休業  

【全体】  

育児休業を「利用したことはない」と回答した方に理由をたずねました。  

全体では、「配偶者など自分以外に子どもをみてくれる人がいたから（22.7％）」が最も多く、

「出産前に離職したから（20.2％）」が２割台、「前例がないから（12.1％）」、「代替要員がいない

から（9.4％）」、が続いています。  

なお、「その他（12.7％）」には、「自営」、「未婚」といった回答があがっています。（図表 5-7-1）  

【性別】  

性別にみると、女性は「出産前に離職したから（37.1％）」が４割近くで多くなっています。 

男性は、「配偶者など自分以外に子どもをみてくれる人がいたから（34.9％）」が最も多くなっ

ています。（図表 5-7-1）  

   
図表 5-7-1 育児休業を利用しなかった理由（全体、性別：複数回答） 

＜育児休業を利用したことがない人＞ 

 

12.0

37.1

8.7

5.5

4.0

3.6

6.9

3.3

4.0

1.8

11.3

16.4

34.9

0.8

15.5

14.3

14.3

11.3

7.1

5.5

3.4

5.0

14.3

12.2

0 10 20 30 40

配偶者など自分以外に子ども

をみてくれる人がいたから

出産前に離職したから

前例がないから

代替要員がいないから

利用したくとも、取りにくい

雰囲気だったから

経済的な理由から

自営業のため制度が使えないから

職場の育児休業制度が

利用できなかったから

育児休業制度を知らなかったから

ブランクを空けたくなかったから

その他

無回答
女性(N=275)
男性(N=238)

（％）

22.7

20.2

12.1

9.4

8.8

7.1

7.1

4.4

3.7

3.5

12.7

14.6

0 10 20 30 40

配偶者など自分以外に子ども

をみてくれる人がいたから

出産前に離職したから

前例がないから

代替要員がいないから

利用したくとも、取りにくい

雰囲気だったから

経済的な理由から

自営業のため制度が使えないから

職場の育児休業制度が

利用できなかったから

育児休業制度を知らなかったから

ブランクを空けたくなかったから

その他

無回答
全体(N=520)

（％）
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 ■介護休業  

【全体】  

介護休業を「利用したことはない」と回答した方に理由をたずねました。  

全体では、「介護サービス利用など自分以外に介護をしてくれる人がいたから（24.4％）」が最

も多く、「前例がないから（14.0％）」、「代替要員がいないから（10.1％）」が続いています。  

なお、「その他（18.4％）」には、「必要がない」、「仕事をしていない」といった回答があがって

います。（図表 5-7-2）  

【性別】  

性別にみると、女性も男性も「自分以外に介護をしてくれる人がいたから（女性：19.4％、男

性：30.8％）」が最も多くなっています。「介護をするために離職したから」は、女性 3.4％、男性

1.5％となっています。（図表 5-7-2）  

  
図表 5-7-2 介護休業を利用しなかった理由（全体、性別：複数回答） 

＜介護休業を利用したことがない人＞ 

 

19.4

9.9

7.8

3.0

3.0

4.7

5.6

1.7

1.7

3.4

23.3

29.7

30.8

18.5

13.3

9.7

9.7

7.7

5.6

4.1

4.1

1.5

12.8

17.4

0 10 20 30 40

介護サービス利用など自分以外に

介護してくれる人がいたから

前例がないから

代替要員がいないから

経済的な理由から

利用したくとも、取りにくい

雰囲気だったから

自営業のため制度が使えないから

介護休業制度を知らなかったから

ブランクを空けたくなかったから

職場の介護休業制度が

利用できなかったから

介護をするために離職したから

その他

無回答

女性(N=232)
男性(N=195)

（％）

24.4

14.0

10.1

6.2

6.2

6.2

5.7

3.0

3.0

2.5

18.4

24.6

0 10 20 30 40

介護サービス利用など自分以外に

介護してくれる人がいたから

前例がないから

代替要員がいないから

経済的な理由から

利用したくとも、取りにくい

雰囲気だったから

自営業のため制度が使えないから

介護休業制度を知らなかったから

ブランクを空けたくなかったから

職場の介護休業制度が

利用できなかったから

介護をするために離職したから

その他

無回答

全体(N=435)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

■育児休業 

平成 27 年調査と比較すると、「配偶者など自分以外に子どもをみてくれる人がいたから（令和

２年調査：22.7％、平成 27 年調査：15.4％）」は 7.3 ポイント増えています。（図表 5-7-3） 

 

■介護休業 

平成27年調査と比較すると、平成27年調査を上回る項目が多くなっており、特に「介護サービ

スなど自分以外に介護してくれる人がいたから（令和２年調査：24.4％、平成27年調査：15.4％）」

は 9.0 ポイント増えています。（図表 5-7-4） 

 
図表 5-7-3 育児休業を利用しなかった理由（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜育児休業を利用したことがない人＞ 

 

図表 5-7-4 介護休業を利用しなかった理由（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜介護休業を利用したことがない人＞ 

 

22.7

20.2

12.1

9.4

8.8

7.1

7.1

4.4

3.7

3.5

12.7

14.6

15.4

22.7

10.8

8.5

7.5

4.8

0.0

0.0

1.5

2.3

19.1

17.1

0 10 20 30

配偶者など自分以外に子どもをみてくれる人がいたから

出産前に離職したから

前例がないから

代替要員がいないから

利用したくとも、取りにくい雰囲気だったから

経済的な理由から

自営業のため制度が使えないから

職場の育児休業制度が利用できなかったから

育児休業制度を知らなかったから

ブランクを空けたくなかったから

その他

無回答

令和２年(N=520) 平成27年(N=519)

（％）

24.4

14.0

10.1

6.2

6.2

6.2

5.7

3.0

3.0

2.5

18.4

24.6

15.4

8.5

6.2

4.5

5.7

0.0

3.1

1.9

0.0

3.1

29.1

26.5

0 10 20 30

介護サービス利用など自分以外に介護してくれる人がいたから

前例がないから

代替要員がいないから

経済的な理由から

利用したくとも、取りにくい雰囲気だったから

自営業のため制度が使えないから

介護休業制度を知らなかったから

ブランクを空けたくなかったから

職場の介護休業制度が利用できなかったから

介護をするために離職したから

その他

無回答

令和２年(N=435) 平成27年(N=422)

（％）
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６ ワーク・ライフ・バランス  

（１）ワーク・ライフ・バランスの認知状況  

問 11 あなたはワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか。  
（○は１つだけ） 

【全体】  

全体では、「内容まで知っている」が 28.0％、「内容は知らないが言葉は聞いたことがある」が

26.9％となっており、両者をあわせた《認知度》は 54.9％となっています。一方、「知らない」は

43.5％となっています。（図表 6-1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、《認知度》は女性が 51.6％、男性が 59.5％となっています。（図表 6-1-1）  

  
図表 6-1-1 認知状況（全体、性別）  

 
  

28.0

24.6

33.3

26.9

27.0

26.2

43.5

47.1

39.1

1.6

1.3

1.5

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

知らない
内容は知らないが言葉は

聞いたことがある内容まで知っている 無回答

認知度
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、全体の《認知度》（「内容まで知っている」と「内容は知らないが

言葉は聞いたことがある」の合計）は 54.9％で平成 27 年調査（43.4％）よりも 11.5 ポイント高

くなっています。 

性別にみると、女性の《認知度》は 51.6％で平成 27 年調査（40.9％）よりも 10.7 ポイント高

くなっています。男性の《認知度》は 59.5％で平成 27 年調査（46.8％）よりも 12.7 ポイント高

くなっています。（図表 6-1-2） 

 
図表 6-1-2 認知状況（全体、性別、平成 27 年調査） 

 
 

  

28.0

17.6

24.6

16.2

33.3

19.6

26.9

25.8

27.0

24.7

26.2

27.2

43.5

51.4

47.1

53.6

39.1

48.2

1.6

5.3

1.3

5.5

1.5

4.9

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

全体

女性

男性

認知度

知らない
内容は知らないが言葉は

聞いたことがある内容まで知っている 無回答
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（２）優先度の希望と現実  

問 12 生活の中での、「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」（地域活動・学習・趣

味・付き合い等）の優先度について、（ア）希望と（イ）現実（現状）、それぞれ

お答えください。（○は１つだけ）  

■希望  

【全体】  

生活の中での「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」（地域活動・学習・趣味・付き合い等）

の優先度について希望をたずねました。  

全体では、『「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい（27.5％）』が最も多く、『「仕事」と

「家庭生活」と「地域・個人の生活」のすべてを優先したい（20.2％）』、『「家庭生活」を優先し

たい（19.3％）』、が続いています。（図表 6-2-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は『「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい（26.0％）』と『「仕事」と

「家庭生活」と「地域・個人の生活」のすべてを優先したい（22.8％）』、『「家庭生活」を優先し

たい（20.7％）』が２割台となっています。 

男性は『「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい（29.5％）』が最も多くなっています。（図

表 6-2-1）  

  
図表 6-2-1 優先度の希望（全体、性別）  

 
  

4.8

1.9

8.8

19.3

20.7

17.4

4.4

4.2

4.8

27.5

26.0

29.5

4.1

3.9

4.4

11.5

13.8

9.0

20.2

22.8

16.9

6.6

5.3

7.9

1.4

1.3

1.3

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

「地域・個人の生活」

「仕事」 無回答「家庭生活」

「仕事」と「家庭生活」

「仕事」と

「地域・個人の生活」

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

わからない
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■現実  

【全体】  

生活の中での「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」（地域活動・学習・趣味・付き合い等）

の優先度について現実をたずねました。  

全体では、『「仕事」を優先している（24.4％）』が最も多く、『「家庭生活」を優先している

（23.0％）』、『「仕事」と「家庭生活」をともに優先している（21.7％）』が続いています。（図表

6-2-2）  

【性別】  

性別にみると、女性は『「家庭生活」を優先している（31.4％）』が最も多くなっています。   

男性は『「仕事」を優先している（34.1％）』が最も多くなっています。（図表 6-2-2）  

  

■希望と現実の差  
『「仕事」と「家庭生活」をともに優先』について希望と現実の差をみると、女性は希望が 

26.0％、現実が 20.1％で差は 5.9 ポイントとなっています。男性は希望が 29.5％、現実が

23.8％で差は 5.7 ポイントとなっています。（図表 6-2-1、6-2-2）  

  
図表 6-2-2 優先度の現実（全体、性別）  

 

24.4

17.4

34.1

23.0

31.4

11.7

3.8

4.0

3.3

21.7

20.1

23.8

3.2

3.4

3.1

8.3

9.6

6.9

6.0

5.8

6.1

7.0

5.9

8.6

2.7

2.4

2.3

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

「地域・個人の生活」

「仕事」 無回答「家庭生活」

「仕事」と

「家庭生活」

「仕事」と

「地域・個人の生活」

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

わからない
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【平成 27 年調査との比較】 

 

『「仕事」と「家庭生活」をともに優先』の希望と現実の差について平成 27 年調査と比較する

と、女性は 6.6 ポイントから 5.9 ポイントに、男性は 9.2 ポイントから 5.7 ポイントに 

差が縮まっています。（図表 6-2-3、図表 6-2-4） 

 
図表 6-2-3 優先度の希望（全体、性別、平成 27 年調査） 

 
 

図表 6-2-4 優先度の現実（全体、性別、平成 27 年調査） 

 

 

  

4.8

4.7

1.9

1.7

8.8

8.7

19.3

19.5

20.7

22.5

17.4

15.9

4.4

4.6

4.2

3.7

4.8

5.6

27.5

26.0

26.0

24.5

29.5

28.2

4.1

3.4

3.9

2.5

4.4

4.7

11.5

12.1

13.8

14.8

9.0

8.7

20.2

15.4

22.8

14.8

16.9

16.1

6.6

7.5

5.3

8.3

7.9

6.2

1.4

6.8

1.3

7.2

1.3

6.0

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

全体

女性

男性

「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

「地域・個人の生活」

「仕事」 無回答「家庭生活」

「仕事」と「家庭生活」

「仕事」と

「地域・個人の生活」

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

わからない

24.4

25.1

17.4

16.5

34.1

37.1

23.0

23.3

31.4

32.0

11.7

11.3

3.8

3.7

4.0

2.9

3.3

4.7

21.7

18.3

20.1

17.9

23.8

19.0

3.2

3.2

3.4

2.9

3.1

3.5

8.3

7.1

9.6

9.1

6.9

4.7

6.0

4.4

5.8

3.7

6.1

5.2

7.0

8.8

5.9

8.0

8.6

9.3

2.7

6.1

2.4

6.9

2.3

5.2

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

全体

女性

男性

「家庭生活」と

「地域・個人の生活」
「地域・個人の生活」

「仕事」 無回答「家庭生活」
「仕事」と

「家庭生活」

「仕事」と

「地域・個人の生活」

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」

わからない
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（３）ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なこと  

問 13 ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、あなたはどのようなことが必要

だと思いますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「残業や副業を行わなくても生活ができるよう、賃金が上昇する（44.9％）」が最も

多く、「残業を減らしたり、年休をしっかりとる（43.8％）」、「在宅勤務や仕事の段取りを工夫す

るなど、業務の効率化により長時間労働を改善する（39.9％）」が続いています。（図表 6-3-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「残業や副業を行わなくても生活ができるよう、賃金が上昇する

（44.5％）」が最も多く、「残業を減らしたり、年休をしっかりとる（42.0％）」、「在宅勤務や仕事

の段取りを工夫するなど、業務の効率化により長時間労働を改善する（40.2％）」が続いています。 

男性は「残業を減らしたり、年休をしっかりとる（46.9％）」が最も多く、「残業や副業を行わ

なくても生活ができるよう、賃金が上昇する（46.4％）」、「在宅勤務や仕事の段取りを工夫するな

ど、業務の効率化により長時間労働を改善する（41.0％）」が続いています。（図表 6-3-1）  

  
図表 6-3-1 ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なこと（全体、性別：複数回答） 

 

44.5

42.0

40.2

38.3

37.1

37.3

33.6

25.4

28.3

24.4

29.9

24.6

5.3

1.8

8.8

2.7

46.4

46.9

41.0

37.4

30.5

28.5

26.6

32.4

22.6

25.1

17.2

16.5

7.1

3.8

10.0

2.9

0 10 20 30 40 50

残業や副業を行わなくても生活

ができるよう、賃金が上昇する

残業を減らしたり、年休をしっかりとる

在宅勤務や仕事の段取りを工夫するなど、

業務の効率化により長時間労働を改善する

男女ともにさまざまなライフスタイルを

選択できるという意識の普及を図る

保育所・学童保育などの育児環境を充実させる

フレックスタイム制、短時間

勤務制度の利用促進をする

育児・介護休暇制度の普及を図る

管理職をはじめ、職場の

人々に理解を深めてもらう

ホームヘルパーや介護施設を充実させる

職場の人員を増やすなどにより、

一人ひとりの業務量を減らす

男性の家事・育児・介護をすすめる

再就職を希望する女性のための

講座や再雇用制度を充実させる

地域活動、NPO活動に積極的に参加する

その他

わからない

無回答 女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

44.9

43.8

39.9

37.9

34.0

32.9

30.3

28.2

25.8

24.5

24.4

20.9

6.1

2.6

9.3

3.3

0 10 20 30 40 50

残業や副業を行わなくても生活

ができるよう、賃金が上昇する

残業を減らしたり、年休をしっかりとる

在宅勤務や仕事の段取りを工夫するなど、

業務の効率化により長時間労働を改善する

男女ともにさまざまなライフスタイルを

選択できるという意識の普及を図る

保育所・学童保育などの育児環境を充実させる

フレックスタイム制、短時間

勤務制度の利用促進をする

育児・介護休暇制度の普及を図る

管理職をはじめ、職場の

人々に理解を深めてもらう

ホームヘルパーや介護施設を充実させる

職場の人員を増やすなどにより、

一人ひとりの業務量を減らす

男性の家事・育児・介護をすすめる

再就職を希望する女性のための

講座や再雇用制度を充実させる

地域活動、NPO活動に積極的に参加する

その他

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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７ セクシュアル・ハラスメント  

 （１）セクシュアル・ハラスメントの経験の有無  

問 14 セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）は一定の人間関係の中で発生

し、職場だけでなく、あらゆる場所で男女ともに受ける可能性があります。あな

たはこれまでに、職場・学校・地域で、次のような不愉快な経験をしたことがあ

りますか。（○は職場、学校、地域ごとにあてはまるものすべて）  

■職場  

【全体】  

職場でのセクシュアル・ハラスメントの経験についてたずねました。  

全体では、「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされた（12.3％）」が

最も多く、「いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた（8.4％）」、「容姿、年齢などについ

て傷つくようなことを言われた（8.0％）」が続いています。（図表 7-1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされた

（13.7％）」、「いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた（11.1％）」、「宴会でお酒やデュ

エットを強要された（10.6％）」、「不必要に身体を触られた（10.5％）」が１割台となっています。 

男性は「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされた（10.3％）」が最も

多くなっています。また、「特にない」は女性 42.8％、男性 53.6％で男性が多くなっています。

（図表 7-1-1）  

  
図表 7-1-1 職場でのセクシュアル・ハラスメントの経験の有無（全体、性別）  

  

13.7

11.1

9.2

10.6

10.5

6.9

3.4

1.9

2.7

1.9

1.6

0.8

0.3

42.8

29.3

10.3

4.4

6.3

4.0

2.9

5.0

0.4

1.7

0.4

1.0

1.3

0.2

0.8

53.6

29.5

0 20 40 60

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

宴会でお酒やデュエットを強要された

不必要に身体を触られた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

性的行為を強要されたり、されそうになった

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

交際を強要された

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

12.3

8.4

8.0

7.7

7.1

6.0

2.1

1.8

1.7

1.5

1.5

0.5

0.5

47.0

29.8

0 10 20 30 40 50

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

宴会でお酒やデュエットを強要された

不必要に身体を触られた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

性的行為を強要されたり、されそうになった

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

交際を強要された

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

全体(N=1,117)

（％）
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■学校  

【全体】  

学校でのセクシュアル・ハラスメントの経験についてたずねました。  

全体では、「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされた（6.6％）」と

「容姿、年齢などについて傷つくようなことを言われた（5.6％）」が多くなっています。（図表 7-

1-2）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされ

た（女性：7.9％、男性 5.2％）」が最も多くなっています。また、「特にない」は女性 42.1％、男

性 49.2％で男性が多くなっています。（図表 7-1-2）  

  
図表 7-1-2 学校でのセクシュアル・ハラスメントの経験の有無（全体、性別）  

 

7.9

6.4

2.4

1.9

1.9

1.4

1.1

1.0

0.5

0.8

0.5

0.2

0.0

42.1

42.8

5.2

4.4

2.5

1.3

0.6

0.4

0.4

0.4

0.8

0.2

0.2

0.2

0.2

49.2

41.0

0 20 40 60

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

不必要に身体を触られた

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

宴会でお酒やデュエットを強要された

交際を強要された

性的行為を強要されたり、されそうになった

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

6.6

5.6

2.4

1.6

1.3

1.0

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.2

0.1

44.7

42.6

0 10 20 30 40 50

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

不必要に身体を触られた

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

宴会でお酒やデュエットを強要された

交際を強要された

性的行為を強要されたり、されそうになった

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

全体(N=1,117)

（％）
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■地域  

【全体】  

地域でのセクシュアル・ハラスメントの経験についてたずねました。  

全体では、「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされた（5.6％）」、「容

姿、年齢などについて傷つくようなことを言われた（3.7％）」、「外出中などに後をつけられたり、

つきまとわれたりした（3.4％）」、「いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた（3.2％）」

が多くなっています。（図表 7-1-3）  

  

【性別】  

性別にみると、男性女性いずれも「「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方

をされた（女性：5.6％、男性 5.2％）」が最も多くなっています。また、「特にない」は女性

44.1％、男性 54.4％で男性が多くなっています。（図表 7-1-3）  

  
図表 7-1-3 地域でのセクシュアル・ハラスメントの経験の有無（全体、性別）  

 

5.6

5.1

5.6

4.3

4.0

2.4

1.8

1.6

2.1

1.0

1.0

0.6

0.5

44.1

40.7

5.2

1.7

0.4

1.7

0.2

0.4

1.3

1.3

0.6

1.3

0.8

0.2

0.2

54.4

38.7

0 20 40 60

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

不必要に身体を触られた

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

宴会でお酒やデュエットを強要された

性的行為を強要されたり、されそうになった

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

交際を強要された

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

5.6

3.7

3.4

3.2

2.3

1.5

1.5

1.5

1.4

1.1

0.9

0.4

0.4

48.0

40.2

0 20 40 60

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

不必要に身体を触られた

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

宴会でお酒やデュエットを強要された

性的行為を強要されたり、されそうになった

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

交際を強要された

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

全体(N=1,117)

（％）
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■職場  

 【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、「いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた」と「容姿、

年齢などについて傷つくようなことを言われた」が平成27年調査から上位に上がっています。（図

表 7-1-4） 

 
図表 7-1-4 職場でのセクシュアル・ハラスメントの経験の有無（全体、平成 27 年調査） 

 

12.3

8.4

8.0

7.7

7.1

6.0

2.1

1.8

1.7

1.5

1.5

0.5

0.5

47.0

29.8

9.6

6.7

5.3

8.3

7.6

5.6

1.2

1.1

1.6

0.6

1.6

0.6

0.5

49.3

28.1

0 20 40 60

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

宴会でお酒やデュエットを強要された

不必要に身体を触られた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

性的行為を強要されたり、されそうになった

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

交際を強要された

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)

（％）
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■学校  

【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、上位２項目は平成 27 年調査と同じです。（図表 7-1-5） 

 
図表 7-1-5 学校でのセクシュアル・ハラスメントの経験の有無（全体、平成 27 年調査） 
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42.9

0 10 20 30 40 50

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

不必要に身体を触られた

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

宴会でお酒やデュエットを強要された

交際を強要された

性的行為を強要されたり、されそうになった

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

令和２年(N=1,117)
平成27年(N=1,161)

（％）
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■地域  

【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、「容姿、年齢などについて傷つくようなことを言われた」が平成

27 年調査よりも上位に上がっています。（図表 7-1-6） 

 
図表 7-1-6 地域でのセクシュアル・ハラスメントの経験の有無（全体、平成 27 年調査） 

 
 

   

5.6

3.7

3.4

3.2

2.3

1.5

1.5

1.5

1.4

1.1

0.9

0.4

0.4

48.0

40.2

4.1

2.2

4.4

1.8

2.3

1.0

2.0

1.7

0.6

0.3

0.7

0.8

0.6

50.0

37.6

0 20 40 60

「女（男）のくせに」「女（男）だから」

と差別的な言い方をされた

容姿、年齢などについて

傷つくようなことを言われた

外出中などに後をつけられ

たり、つきまとわれたりした

いやがっているのに性的な話・言葉を聞かされた

不必要に身体を触られた

プライバシーに関することや性的な

内容のメールや手紙・電話を受けた

結婚や異性との交際についてしつこく聞かれた

宴会でお酒やデュエットを強要された

性的行為を強要されたり、されそうになった

性的な噂をたてられたり、インター

ネットやSNSに書き込まれた

交際を強要された

ヌード写真やポルノ雑誌を目につく

ところに置かれたり、はられたりした

その他

特にない

無回答

令和２年(N=1,117)
平成27年(N=1,161)

（％）
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（２）相談の有無  

問 15 は、問 14 の（ア）～（ス）に、１つでも○をつけた方におうかがいします。 

問 15 あなたはこれまでに、だれか（どこか）に打ち明けたり、相談したりしました

か。（○は１つだけ）  

【全体】  

何らかのセクシュアル・ハラスメントを受けたことがあると回答した人に、その時の対応をた

ずねました。  

全体では、「相談した」が 34.5％、「相談しなかった（できなかった）」が 60.3％となっていま

す。（図表 7-2-1）  

  

【性別】  

性別にみると、「相談した」は女性が 40.7％、男性が 21.7％で、女性が男性を 19.0 ポイント上

回っています。（図表 7-2-1）  

  
図表 7-2-1 相談の有無（全体、性別） 

＜セクシュアル・ハラスメントを経験したことがある人＞ 

 

34.5

40.7

21.7

60.3

55.5

70.8

5.2

3.8

7.5

全体(N=348)

女性(N=236)

男性(N=106)

（％）

相談した 無回答

相談しなかった

（できなかった）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成27年調査と比較すると、全体、女性、男性ともに「相談した」が平成27年調査よりも増え

ています。女性（40.7％）は平成 27 年調査（34.8％）よりも 5.9 ポイント増えています。（図表

7-2-2） 

 
図表 7-2-2 相談の有無（全体、性別、平成 27 年調査） 

＜セクシュアル・ハラスメントを経験したことがある人＞ 

 

34.5

29.0

40.7

34.8

21.7

13.8

60.3

65.2

55.5

59.9

70.8

78.7

5.2

5.7

3.8

5.3

7.5

7.4

令和２年

(N=348)

平成27年

(N=348)

令和２年

(N=236)

平成27年

(N=247)

令和２年

(N=106)

平成27年

(N=485)

（％）

全体

女性

男性

相談した 無回答

相談しなかった

（できなかった）
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（３）相談先  

問 15 で「１．相談した」とお答えの方に 

問 15-1 そのとき、だれ（どこ）に相談しましたか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

セクシュアル・ハラスメントについて「相談した」と回答した人に、その相談先をたずねまし

た。  

全体では、「友人・知人に相談した（55.0％）」が最も多く、「家族に相談した（49.2％）」、「会

社の人事課、上司等に相談した（20.0％）」が続いています。（図表 7-3-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「友人・知人に相談した（女性：56.3％、男性：52.2％）」が最も多

く、「家族に相談した（女性：50.0％、男性：47.8％）」、「会社の人事課、上司等に相談した（女

性：19.8％、男性：21.7％）」が続いています。（図表 7-3-1）  

  
図表 7-3-1 相談先（全体、性別：複数回答） 

＜セクシュアル・ハラスメントについて相談したことがある人＞ 

 

56.3

50.0

19.8

7.3

5.2

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

52.2

47.8

21.7

8.7

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60

友人・知人に相談した

家族に相談した

会社の人事課、上司などに相談した

警察に通報・相談した

学校の事務局などに相談した

警察以外の公的機関に相談した

民間の機関に相談した

弁護士に相談した

その他

無回答
女性(N=96)

男性(N=23)

（％）

55.0

49.2

20.0

8.3

4.2

0.8

0.0

0.0

1.7

0.0

0 20 40 60

友人・知人に相談した

家族に相談した

会社の人事課、上司などに相談した

警察に通報・相談した

学校の事務局などに相談した

警察以外の公的機関に相談した

民間の機関に相談した

弁護士に相談した

その他

無回答 全体(N=120)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、「友人・知人に相談した（令和２年調査：55.0％、平成 27 年調査

53.5％）」、「家族に相談した（令和２年調査：49.2％、平成 27 年調査：40.6％）」） 

は、それぞれ平成 27 年調査より 1.5 ポイント、8.6 ポイント増えています。（図表 7-3-2） 

 
図表 7-3-2 相談先（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜セクシュアル・ハラスメントについて相談したことがある人＞ 

 
 

 

  

55.0

49.2

20.0

8.3

4.2

0.8

0.0

0.0

1.7

0.0

53.5

40.6

21.8

9.9

5.0

3.0

1.0

1.0

3.0

1.0

0 10 20 30 40 50 60

友人・知人に相談した

家族に相談した

会社の人事課、上司などに相談した

警察に通報・相談した

学校の事務局などに相談した

警察以外の公的機関に相談した

民間の機関に相談した

弁護士に相談した

その他

無回答

令和２年(N=120)

平成27年(N=101)

（％）
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（４）相談しなかった、できなかった理由  

問 15 で「２．相談しなかった（できなかった）」とお答えの方に  

問 15-2 だれ（どこ）にも相談しなかった、できなかった理由は何ですか。  
（○はあてはまるものすべて） 

【全体】  

セクシュアル・ハラスメントについて「相談しなかった」と回答した人に、その理由をたずね

ました。  

全体では、「相談するほどのことではないと思ったから（51.0％）」、「相談しても無駄だと思っ

たから（45.2％）」が４割を超えています。（図表 7-4-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女いずれも「相談するほどのことではないと思ったから（女性：50.4％、男

性：50.7％）」が最も多く５割台となっています。（図表 7-4-1）  

  
図表 7-4-1 相談しなかった、できなかった理由（全体、性別：複数回答） 

＜セクシュアル・ハラスメントについて相談しなかった（できなかった）人＞ 

 

50.4

45.8

26.0

17.6

16.0

7.6

8.4

7.6

6.1

4.6

4.6

3.1

4.6

0.0

50.7

44.0

17.3

22.7

10.7

14.7

9.3

8.0

5.3

5.3

2.7

1.3

4.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とかやっていけると思ったから

どこに相談してよいかわからなかったから

相談することによって、自分が不快な思いをすると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談したことがわかると仕返しをされると思ったから

恥ずかしかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

被害を受けたことを忘れたかったから

自分で加害者に対応しようと思ったから

世間体が悪いから

その他

無回答
女性(N=131)
男性(N=75)

（％）

51.0

45.2

22.9

19.0

13.8

10.5

8.6

7.6

5.7

4.8

3.8

2.4

4.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とかやっていけると思ったから

どこに相談してよいかわからなかったから

相談することによって、自分が不快な思いをすると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談したことがわかると仕返しをされると思ったから

恥ずかしかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

被害を受けたことを忘れたかったから

自分で加害者に対応しようと思ったから

世間体が悪いから

その他

無回答 全体(N=210)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成27年調査と比較すると、多くの理由が平成27年調査に比べて増えています。（図表7-4-2） 

 
図表 7-4-2 相談しなかった、できなかった理由（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜セクシュアル・ハラスメントについて相談しなかった（できなかった）人＞ 

 
 

  

51.0

45.2

22.9

19.0

13.8

10.5

8.6

7.6

5.7

4.8

3.8

2.4

4.3

0.0

48.5

43.6

18.5

14.5

18.1

5.7

5.3

4.8

4.0

4.0

0.0

2.6

7.0

4.4

0 10 20 30 40 50 60

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とかやっていけると思ったから

どこに相談してよいかわからなかったから

相談することによって、自分が不快な思いをすると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談したことがわかると仕返しをされると思ったから

恥ずかしかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

被害を受けたことを忘れたかったから

自分で加害者に対応しようと思ったから

世間体が悪いから

その他

無回答 令和２年(N=210)
平成27年(N=227)

（％）
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８ ドメスティック・バイオレンス  

 （１）ドメスティック・バイオレンスの経験の有無  

問 16 「ドメスティック・バイオレンス」とは配偶者などに対し、著しい身体的または

精神的苦痛を与える暴力的行為をいいますが、あなたはこれまでに配偶者（事実

婚や別居、離別を含む）や恋人などのパートナーから、次にあげる（ア）～

（タ）のような経験がありますか。（○はそれぞれ１つずつ） 

【全体】  

全体では、「何度もあった」と「１、２度あった」を合計した《暴力を受けた経験がある》は、

『大声で怒鳴られる（15.8％）』が最も多く、『「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的

な言い方をされる（9.7％）』、『容姿について傷つくようなことを言われる（8.2％）』、『何を言っ

ても無視されれる（6.6％）』が続いています。（図表 8-1-1） 

  
図表 8-1-1 ドメスティック・バイオレンスの経験の有無（全体）  

  

0.6

0.2

1.1

1.4

0.4

1.2

2.8

1.2

2.4

2.9

2.6

6.8

2.3

2.2

1.0

0.1

0.8

1.6

1.2

3.6

2.6

1.3

2.5

3.8

2.4

4.1

6.8

5.6

9.0

2.5

1.7

1.9

0.2

0.4

79.5

80.2

77.2

77.4

79.2

77.3

74.8

77.7

75.2

72.2

73.1

67.0

76.6

77.6

78.3

80.5

49.1

18.3

18.4

18.2

18.5

19.1

19.1

18.7

18.7

18.3

18.1

18.6

17.2

18.5

18.4

18.8

19.2

49.8

(ア)命の危険を感じるくらいの暴力を受ける

(イ)医師の治療が必要となる暴力を受ける

(ウ)医師の治療が必要でない程度の暴力を受ける

(エ)嫌がっているのに性的行為を強要される

(オ)見たくないのにボルノビデオ・

雑誌・アダルトサイトを見せられる

(カ)避妊に協力してもらえない

(キ)何を言っても無視される

(ク)常に居場所を把握する、交友関係や電話、メール、

郵便物、SNSを細かく監視するなど付き合いを制限される

(ケ)「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「かいしょうなし」と言われる

(コ)「女(男)のくせに」「女(男)

だから」と差別的な言い方をする

(サ)容姿について傷つくようなことを言われる

(シ)大声で怒鳴られる

(ス)大切なものを壊される

(セ)生活費を渡してもらえない

(ソ)目の前で子どもに暴力をふるわれる

(タ)性的な画像をインターネット上に公開される

「リベンジポルノ」の被害を受けたことがある

(チ)その他

（％）

何度もあった

無回答
１、２度あった

まったくない
全体(N=1,117)
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【性別】  

性別にみると、女性で《暴力を受けた経験がある》は、『大声で怒鳴られる（20.1％）』が最も

多く、『「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされる（11.3％）』、『容姿に

ついて傷つくようなことを言われる（10.1％）』、『何を言っても無視される（8.3％）』、『「誰のお

かげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言われる（7.7％）』、『嫌がっているのに性的

行為を強要される（6.8％）』が続いています。  

また、『命の危険を感じるぐらいの暴力を受ける』は 3.4％（21 人）、『医師の治療が必要となる

暴力を受ける』は 1.9％（12 人）となっています。（図表 8-1-2）  

  
図表 8-1-2 ドメスティック・バイオレンスの経験の有無（性別）  

 

 

1.0

0.2

0.3

1.6

0.4

2.6

0.8

2.1

3.5

1.9

1.6

0.6

2.9

1.9

2.4

0.6

1.6

0.6

5.0

1.7

4.2

0.6

1.8

0.6

4.2

0.4

4.8

2.5

3.1

1.7

4.8

2.7

78.8

81.0

79.9

81.2

75.7

79.7

75.2

80.8

78.5

80.8

74.9

80.8

73.2

77.2

76.8

79.3

74.1

77.6

17.8

18.2

18.2

18.2

17.7

18.2

18.0

18.6

19.0

18.6

18.8

18.8

18.5

18.4

18.5

18.4

18.2

17.8

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

（％）

何度もあった
無回答まったくない

１、２度あった

(ア)命の危険を感じるくらいの暴力

を受ける

(イ)医師の治療が必要となる暴力を

受ける

(ウ)医師の治療が必要でない程度の

暴力を受ける

(エ)嫌がっているのに性的行為を

強要される

(オ)見たくないのにボルノビデオ・

雑誌・アダルトサイトを見せ

られる

(カ)避妊に協力してもらえない

(キ)何を言っても無視される

(ク)常に居場所を把握する、交友

関係や電話、メール、郵便物、

SNSを細かく監視するなど付き

合いを制限される

女性(N=622)

男性(N=478)

(ケ)「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「かいしょうなし」と言わ

れる
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男性で《暴力を受けた経験がある》は、『大声で怒鳴られる（10.6％）』が最も多く、『「女（男）

のくせに」「女（男）だから」と差別的な言い方をされる（7.3％）』、『容姿について傷つくような

ことを言われる（5.7％）』、『「誰のおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言われる

（4.6％）』、『何を言っても無視される（4.4％）』、『大切なものを壊される（4.0％）』が続いてい

ます。  

また、『命の危険を感じるぐらいの暴力を受ける』は 0.8％（4 人）、『医師の治療が必要となる暴

力を受ける』は 0.6％（3 人）となっています。（図表 8-1-2）  

  
図表 8-1-2 ドメスティック・バイオレンスの経験の有無（性別）  

 

 

3.4

2.3

3.2

1.9

9.8

3.1

3.1

1.5

3.1

1.0

1.4

0.4

0.2

1.1

0.4

7.9

5.0

6.9

3.8

10.3

7.5

2.6

2.5

2.9

0.2

2.3

1.5

0.3

0.6

71.2

74.5

71.4

76.2

64.0

71.1

76.0

77.8

76.2

79.9

78.0

79.3

80.2

81.4

44.4

56.3

17.5

18.2

18.5

18.2

15.9

18.2

18.3

18.2

17.8

18.8

18.3

18.8

19.3

18.6

53.9

43.3

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

（％）

何度もあった
無回答まったくない

１、２度あった

(コ)「女(男)のくせに」「女(男)

だから」と差別的な言い方を

する

(サ)容姿について傷つくようなことを

言われる

(シ)大声で怒鳴られる

(ス)大切なものを壊される

(セ)生活費を渡してもらえない

(ソ)目の前で子どもに暴力をふるわれる

(タ)性的な画像をインターネット上に

公開される「リベンジポルノ」の

被害を受けたことがある

(チ)その他

女性(N=622)

男性(N=478)
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、女性は 16 項目中４項目で平成 27年調査よりも増えています。 

（図表 8-1-3） 

 
図表 8-1-3 ドメスティック・バイオレンスの経験（女性、平成 27 年調査） 

＜暴力を受けた経験がある人の割合＞ 

 

1.2

0.9

2.0

3.7

0.6

2.8

2.9

1.5

3.9

6.0

3.9

10.2

3.1

3.2

1.4

0.0

1.1

2.9

2.3

5.4

5.2

1.8

4.5

6.3

2.8

6.8

8.8

8.0

12.8

5.1

1.4

2.2

0.3

0 5 10 15 20 25

(ア)命の危険を感じるくらいの暴力を受ける

(イ)医師の治療が必要となる暴力を受ける

(ウ)医師の治療が必要でない程度の暴力を受ける

(エ)嫌がっているのに性的行為を強要される

(オ)見たくないのにボルノビデオ・

雑誌・アダルトサイトを見せられる

(カ)避妊に協力してもらえない

(キ)何を言っても無視される

(ク)常に居場所を把握する、交友関係や電話、メール、

郵便物、SNSを細かく監視するなど付き合いを制限される

(ケ)「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「かいしょうなし」と言われる

(コ)「女(男)のくせに」「女(男)

だから」と差別的な言い方をする

(サ)容姿について傷つくようなことを言われる

(シ)大声で怒鳴られる

(ス)大切なものを壊される

(セ)生活費を渡してもらえない

(ソ)目の前で子どもに暴力をふるわれる

(タ)性的な画像をインターネット上に公開される

「リベンジポルノ」の被害を受けたことがある

(チ)その他 何度もあった １，２度あった

（％）

平成27年（Ｎ＝649）

1.0

0.3

1.6

2.6

0.8

2.1

3.5

1.6

2.9

3.4

3.2

9.8

3.1

3.1

1.4

0.2

1.1

2.4

1.6

5.0

4.2

1.8

4.2

4.8

3.1

4.8

7.9

6.9

10.3

2.6

2.9

2.3

0.3

0.6

0 5 10 15 20 25

(ア)命の危険を感じるくらいの暴力を受ける

(イ)医師の治療が必要となる暴力を受ける

(ウ)医師の治療が必要でない程度の暴力を受ける

(エ)嫌がっているのに性的行為を強要される

(オ)見たくないのにボルノビデオ・

雑誌・アダルトサイトを見せられる

(カ)避妊に協力してもらえない

(キ)何を言っても無視される

(ク)常に居場所を把握する、交友関係や電話、メール、

郵便物、SNSを細かく監視するなど付き合いを制限される

(ケ)「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「かいしょうなし」と言われる

(コ)「女(男)のくせに」「女(男)

だから」と差別的な言い方をする

(サ)容姿について傷つくようなことを言われる

(シ)大声で怒鳴られる

(ス)大切なものを壊される

(セ)生活費を渡してもらえない

(ソ)目の前で子どもに暴力をふるわれる

(タ)性的な画像をインターネット上に公開される

「リベンジポルノ」の被害を受けたことがある

(チ)その他 何度もあった １，２度あった

（％）

令和２年（Ｎ＝622）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、男性は 16 項目中 12 項目で平成 27 年調査よりも増えています。 

特に『「女（男）のくせに」「女（男だから）」と差別的な言い方をされる』「（令和２年調査：

7.3％、平成 27年調査：4.1％）』は 3.2 ポイント増えています。（図表 8-1-4） 

 
図表 8-1-4 ドメスティック・バイオレンスの経験（男性、平成 27 年調査） 

＜暴力を受けた経験がある人の割合＞ 

 
 

 

 

  

0.2

0.2

1.4

1.0

1.4

0.8

2.1

0.6

0.4

0.4

0.0

0.0

0.6

0.6

1.9

0.2

0.8

0.2

2.7

1.6

1.9

2.7

2.9

5.6

2.3

0.6

0.8

0 2 4 6 8 10

(ア)命の危険を感じるくらいの暴力を受ける

(イ)医師の治療が必要となる暴力を受ける

(ウ)医師の治療が必要でない程度の暴力を受ける

(エ)嫌がっているのに性的行為を強要される

(オ)見たくないのにボルノビデオ・

雑誌・アダルトサイトを見せられる

(カ)避妊に協力してもらえない

(キ)何を言っても無視される

(ク)常に居場所を把握する、交友関係や電話、メール、

郵便物、SNSを細かく監視するなど付き合いを制限される

(ケ)「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「かいしょうなし」と言われる

(コ)「女(男)のくせに」「女(男)

だから」と差別的な言い方をする

(サ)容姿について傷つくようなことを言われる

(シ)大声で怒鳴られる

(ス)大切なものを壊される

(セ)生活費を渡してもらえない

(ソ)目の前で子どもに暴力をふるわれる

(タ)性的な画像をインターネット上に公開される

「リベンジポルノ」の被害を受けたことがある

(チ)その他 何度もあった １，２度あった

（％）

平成27年（Ｎ＝485）

0.2

0.4

1.9

0.6

1.9

2.3

1.9

3.1

1.5

1.0

0.4

0.4

0.6

0.6

1.7

0.6

0.6

0.4

2.5

1.7

2.7

5.0

3.8

7.5

2.5

0.2

1.5

0.0

0 5 10 15

(ア)命の危険を感じるくらいの暴力を受ける

(イ)医師の治療が必要となる暴力を受ける

(ウ)医師の治療が必要でない程度の暴力を受ける

(エ)嫌がっているのに性的行為を強要される

(オ)見たくないのにボルノビデオ・

雑誌・アダルトサイトを見せられる

(カ)避妊に協力してもらえない

(キ)何を言っても無視される

(ク)常に居場所を把握する、交友関係や電話、メール、

郵便物、SNSを細かく監視するなど付き合いを制限される

(ケ)「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「かいしょうなし」と言われる

(コ)「女(男)のくせに」「女(男)

だから」と差別的な言い方をする

(サ)容姿について傷つくようなことを言われる

(シ)大声で怒鳴られる

(ス)大切なものを壊される

(セ)生活費を渡してもらえない

(ソ)目の前で子どもに暴力をふるわれる

(タ)性的な画像をインターネット上に公開される

「リベンジポルノ」の被害を受けたことがある

(チ)その他 何度もあった １，２度あった

（％）

令和２年（Ｎ＝478）
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（２）相談の有無  

問 17 は、問 16 の（ア）～（タ）の「何度もあった」「１、２度あった」に、１つでも

○をつけた方におうかがいします。  
問 17 あなたはこれまでに、だれか（どこか）に打ち明けたり、相談したりしました

か。（○は１つだけ）  

【全体】  

《暴力を受けた経験がある》と回答した人に、相談の有無をたずねました。  

全体では、「相談した」が 33.0％、「相談しなかった（できなかった）」が 60.1％となっていま

す。（図表 8-2-1）  

  

【性別】  

性別にみると、「相談した」は女性が 42.0％、男性が 12.5％で、女性が男性を 29.5 ポイント上

回っています。（図表 8-2-1）  

  
図表 8-2-1 相談の有無（全体、性別） 

＜暴力を受けた経験がある人＞  

 
  

33.0

42.0

12.5

60.1

51.6

78.8

7.0

6.4

8.8

全体(N=273)

女性(N=188)

男性(N=80)

（％）

相談した 無回答

相談しなかった

（できなかった）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

「相談した」割合について平成 27 年調査と比較すると、女性（42.0％）は平成 27 年調査

（36.0％）よりも 6.0 ポイント増えています。男性（12.5％）は平成 27 年調査（14.5％）よりも

2.0 ポイント減っています。（図表 8-2-3） 

 
図表 8-2-3 相談の有無（全体、性別、平成 27 年調査）＜暴力を受けた経験がある人＞ 

 

33.0

30.4

42.0

36.0

12.5

14.5

60.1

56.2

51.6

55.2

78.8

62.3

7.0

13.4

6.4

8.9

8.8

23.2

令和２年

(N=273)

平成27年

(N=276)

令和２年

(N=188)

平成27年

(N=203)

令和２年

(N=80)

平成27年

(N=69)

（％）

全体

女性

男性

相談した 無回答

相談しなかった

（できなかった）
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（３）相談先  

問 17 で「１．相談した」とお答えの方に  

問 17-1 そのとき、だれ（どこ）に相談しましたか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

暴力を受けたことを「相談した」と回答した人に、相談先をたずねました。  

全体では、「友人・知人に相談した（68.1％）」が６割台で最も多く、「家族や親族に相談した

（49.5％）」が続いています。（図表 8-3-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性では「友人・知人に相談した（68.8％）」が最も多く「家族や親族に相談し

た（46.3％）」が続きます。 

男性では「家族や親族に相談した（70.0％）」が最も多く、「友人・知人に相談した（60.0％）」

が続いています。（図表 8-3-1）  

  
図表 8-3-1 相談先（全体、性別：複数回答）  

＜ドメスティック・バイオレンスについて相談をしたことがある人＞  

 

 

68.8

46.3

8.8

6.3

2.5

1.3

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

60.0

70.0

0.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

友人・知人に相談した

家族や親族に相談した

区の相談窓口に相談した

医師に相談した

警察に通報・相談した

民生委員や人権擁護委員などに相談した

都の相談窓口に相談した

民間の機関に相談した

弁護士に相談した

その他

無回答 女性(N=80)

（％）

68.1

49.5

7.7

6.6

3.3

1.1

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

0 20 40 60 80

友人・知人に相談した

家族や親族に相談した

区の相談窓口に相談した

医師に相談した

警察に通報・相談した

民生委員や人権擁護委員などに相談した

都の相談窓口に相談した

民間の機関に相談した

弁護士に相談した

その他

無回答 全体(N=91)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、１位「友人・知人に相談した（令和２年調査：68.1％、平成 27 

年調査：72.6％）」、２位「家族に相談した（令和２年調査：49.5％、平成 27 年調査：46.4％）」

の順位に変わりありませんが、「友人・知人に相談した」が 4.5 ポイント減り、「家族に相談した」

が 3.1 ポイント増えています。（図表 8-3-2） 

 
図表 8-3-2 相談先（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜ドメスティック・バイオレンスについて相談をしたことがある人＞ 

 
 

  

68.1

49.5

7.7

6.6

3.3

1.1

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

72.6

46.4

6.0

1.2

7.1

1.2

0.0

2.4

2.4

7.1

0.0

0 20 40 60 80

友人・知人に相談した

家族や親族に相談した

区の相談窓口に相談した

医師に相談した

警察に通報・相談した

民生委員や人権擁護委員などに相談した

都の相談窓口に相談した

民間の機関に相談した

弁護士に相談した

その他

無回答
令和２年(N=91)

平成27年(N=84)

（％）
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（４）相談しなかった、できなかった理由  

問 17 で「２．相談しなかった（できなかった）」とお答えの方に  

問 17-2 だれ（どこ）にも相談しなかった、できなかった理由は何ですか。  
（○はあてはまるものすべて） 

【全体】  

暴力を受けたことを「相談しなかった（できなかった）」と回答した人に、その理由をたずねま

した。  

全体では、「相談するほどのことではないと思ったから（45.7％）」が最も多く、「相談しても無

駄だと思ったから（38.4％）」、「自分さえ我慢すれば、何とかやっていけると思ったから

（27.4％）」、「自分にも悪いところがあると思ったから（20.1％）」が続いています。（図表 8-4-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「相談するほどのことではないと思ったから（女性：44.3％、男

性：46.0％）」が最も多く、「相談しても無駄だと思ったから（女性：37.1％、男性 39.7％）」が続

いています。  

男女の違いをみると、男性は「自分にも悪いところがあると思ったから（女性：14.4％、男

性：28.6％）」が女性よりも 14.2 ポイント上回っています。（図表 8-4-1）  

  
図表 8-4-1 相談しなかった、できなかった理由（全体、性別：複数回答） 

＜ドメスティック・バイオレンスについて相談しなかった（できなかった）人＞ 

 

  44.3

37.1

27.8

14.4

11.3

11.3

11.3

13.4

7.2

8.2

5.2

1.0

1.0

6.2

0.0

46.0

39.7

27.0

28.6

14.3

12.7

12.7

6.3

11.1

3.2

4.8

7.9

0.0

9.5

1.6

0 10 20 30 40 50

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とか

やっていけると思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談することによって、自分が

不快な思いをすると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

自分で加害者に対応しようと思ったから

恥ずかしかったから

どこに相談してよいかわからなかったから

相談したことがわかると仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けたりすると思ったから

世間体が悪いから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

被害を受けたことを忘れたかったから

その他

無回答
女性(N=97)
男性(N=63)

（％）

45.7

38.4

27.4

20.1

12.2

11.6

11.6

10.4

8.5

6.1

4.9

3.7

0.6

7.3

0.6

0 10 20 30 40 50

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とか

やっていけると思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談することによって、自分が

不快な思いをすると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

自分で加害者に対応しようと思ったから

恥ずかしかったから

どこに相談してよいかわからなかったから

相談したことがわかると仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けたりすると思ったから

世間体が悪いから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

被害を受けたことを忘れたかったから

その他

無回答 全体(N=164)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成27年調査と比較すると、「相談しても無駄だと思ったから（38.4％）」が10.7ポイント増え

ています。（図表 8-4-2） 

 
図表 8-4-2 相談しなかった、できなかった理由（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

＜ドメスティック・バイオレンスについて相談しなかった（できなかった）人＞ 

 
 

  

45.7

38.4

27.4

20.1

12.2

11.6

11.6

10.4

8.5

6.1

4.9

3.7

0.6

7.3

0.6

46.5

27.7

30.3

25.8

14.2

9.0

0.0

7.7

11.0

2.6

8.4

3.9

0.6

5.8

2.6

0 10 20 30 40 50

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、何とか

やっていけると思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談することによって、自分が

不快な思いをすると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

自分で加害者に対応しようと思ったから

恥ずかしかったから

どこに相談してよいかわからなかったから

相談したことがわかると仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けたりすると思ったから

世間体が悪いから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

被害を受けたことを忘れたかったから

その他

無回答

令和２年(N=164)

平成27年(N=155)

（％）
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（５）ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者支援のために必要な対策  

問 18 あなたは、ドメスティック・バイオレンスの防止および被害者支援のために、 

どのような対策が必要だと思いますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「家庭内であっても暴力は犯罪であるという意識の啓発（69.2％）」が最も多く、「い

ざというときに駆け込める緊急避難場所（シェルター）の整備（57.3％）」、「緊急時の相談体制の

充実（54.3％）」、「子どもがいても安心して相談・避難ができるような体制の充実（52.6％）」が

続いています。（図表 8-5-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「家庭内であれ暴力は犯罪であるという意識の啓発（女性：71.2％、

男性：66.5％）」が最も多くなっています。  

男女の違いをみると、女性は「いざというときに駆け込める緊急避難場所（シェルター）の整備

（女性：62.1％、男性：52.3％）」で男性を 9.8 ポイント上回っています。（図表 8-5-1）  

  
図表 8-5-1 ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者支援のために必要な対策 

（全体、性別：複数回答） 
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62.1

55.0

56.1

44.1

44.9

45.8

44.9

36.5

40.5

34.2

33.4

34.7

32.2

1.4

5.9

2.7

66.5

52.3

54.2

49.0

41.8

39.7

38.7

36.6

42.5

32.2

31.0

31.0

27.2

28.2

4.0

6.9

4.4

0 20 40 60 80

家庭内であっても暴力は犯罪であるという意識を広める

いざというときに駆け込める緊急

避難場所（シェルター）の整備

緊急時の相談体制の充実

子どもがいても安心して相談・

避難ができるような体制の充実

法律による規制の強化や見直しを行う

身近で配偶者やパートナーによる暴力に気付いたら、周囲

の人が通報することが大切であるという意識づくりを行う

住居や就労の斡旋 、経済的援助など、

自立して生活するための支援策の充実

カウンセリングや日常的な相談など、

精神的に自立するための支援策の充実

行政や警察による積極的な啓発活動

離婚訴訟への支援など、法的なサポートの充実

相談・支援するスタッフの意識と能力を高める

暴力への対応方法や関係機関の紹介など、ドメスティッ

ク・バイオレンスに関するいろいろな知識の提供

デートＤＶ防止講座の開催や男女平等教育の推進など、

学校などにおいて暴力を防止するための教育を行う

加害者の自覚を促すプログラムなど、対応の充実

その他

わからない

無回答

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

69.2

57.3

54.3

52.6

43.0

42.5

42.3

41.0

39.1

36.7

32.7

32.1

31.5

30.4

2.5

6.3

3.8

0 20 40 60 80

家庭内であっても暴力は犯罪であるという意識を広める

いざというときに駆け込める緊急

避難場所（シェルター）の整備

緊急時の相談体制の充実

子どもがいても安心して相談・

避難ができるような体制の充実

法律による規制の強化や見直しを行う

身近で配偶者やパートナーによる暴力に気付いたら、周囲

の人が通報することが大切であるという意識づくりを行う

住居や就労の斡旋 、経済的援助など、

自立して生活するための支援策の充実

カウンセリングや日常的な相談など、

精神的に自立するための支援策の充実

行政や警察による積極的な啓発活動

離婚訴訟への支援など、法的なサポートの充実

相談・支援するスタッフの意識と能力を高める

暴力への対応方法や関係機関の紹介など、ドメスティッ

ク・バイオレンスに関するいろいろな知識の提供

デートＤＶ防止講座の開催や男女平等教育の推進など、

学校などにおいて暴力を防止するための教育を行う

加害者の自覚を促すプログラムなど、対応の充実

その他

わからない

無回答
全体(N=1,117)

（％）
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９ 性の表現  

（１）性別役割分担や性・暴力等の表現についての意識  

問 19 テレビ、ビデオ、インターネット、映画、新聞、雑誌、広告などのメディアでの

固定的な性別役割分担の表現や、女性に対する暴力、身体、性の表現について、

あなたは日頃どのように感じていますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「子どもの目にふれないような配慮が足りない（29.0％）」が最も多く、「自分の意思

と関係なく目に入ることがあり、気分を害する（22.9％）」、「社会全体の性や暴力に関する倫理感

が損なわれている（22.6％）」、「女性の性を過度に強調するなど、行き過ぎた表現が目立つ

（20.7％）」が続いています。（図表 9-1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「子どもの目にふれないような配慮が足りない（32.6％）」が最も多く、

「自分の意思と関係なく目に入ることがあり、気分を害する（29.1％）」「女性の性を過度に強調

するなど行き過ぎた表現が目立つ（22.0％）」が続いています。 

男性は「社会全体の性や暴力に関する倫理感が損なわれている（25.3％）」が最も多く、「子ど

もの目にふれないような配慮が足りない（24.3％）」が続いています。  

男女の違いをみると、女性は「自分の意思と関係なく目に入ることがあり、気分を害する（女

性：29.1％、男性：14.9％）」で男性を 14.2 ポイント上回っています。また、男性は「特に問題

はない（女性：13.8％、男性：19.7％）」で女性を 5.9 ポイント上回っています。（図表 9-1-1）  

  
図表 9-1-1 性別役割分担や性・暴力等の表現についての意識（全体、性別：複数回答）  

 

 

32.6

29.1

20.3

22.0

14.6

16.2

1.6

13.8

20.3

6.1

24.3

14.9

25.3

18.8

14.0

11.9

3.3

19.7

20.5

4.6

0 10 20 30 40

子どもの目にふれないような配慮が足りない

自分の意思と関係なく目に

入ることがあり、気分を害する

社会全体の性や暴力に関する

倫理観が損なわれている

女性の性を過度に強調するなど、

行き過ぎた表現が目立つ

固定的な性別役割分担を助長する表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長する恐れを感じる

その他

特に問題はない

わからない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

29.0

22.9

22.6

20.7

14.3

14.2

2.3

16.4

20.2

5.7

0 10 20 30 40

子どもの目にふれないような配慮が足りない

自分の意思と関係なく目に

入ることがあり、気分を害する

社会全体の性や暴力に関する

倫理観が損なわれている

女性の性を過度に強調するなど、

行き過ぎた表現が目立つ

固定的な性別役割分担を助長する表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長する恐れを感じる

その他

特に問題はない

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）



 

75 

【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、「社会全体の性や暴力に関する倫理観が損なわれている（令和２

年調査：22.6％、平成 27 年調査：28.9％）」、「子どもの目にふれないような配慮が足りない（令

和２年調査：29.0％、平成 27 年調査：33.5％）」は、平成 27 年調査に比べてそれぞれ 6.3 ポイン

ト、4.5 ポイント減っていますが、「固定的な性別役割分担を助長する表現が目立つ（令和２年調

査：14.3％、平成 27 年調査 9.7％）」は、4.6 ポイント増えています。（図表 9-1-2） 

 
図表 9-1-2 性別役割分担や性・暴力等の表現についての意識 

（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

 
   

29.0

22.9

22.6

20.7

14.3

14.2

2.3

16.4

20.2

5.7

33.5

24.1

28.9

21.9

9.7

18.3

2.3

13.0

17.3

10.3

0 10 20 30 40

子どもの目にふれないような配慮が足りない

自分の意思と関係なく目に

入ることがあり、気分を害する

社会全体の性や暴力に関する

倫理観が損なわれている

女性の性を過度に強調するなど、

行き過ぎた表現が目立つ

固定的な性別役割分担を助長する表現が目立つ

女性に対する犯罪を助長する恐れを感じる

その他

特に問題はない

わからない

無回答
令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)

（％）
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10 性の多様性  

（１）性自認について悩んだことの有無  

問 20 あなたは今まで自分の性別について悩んだことはありますか。（○は１つだけ） 

【全体】  

全体では、「ある」が 6.0％、「ない」が 88.8％となっています。（図表 10-1-1）  

【性別】  

性別にみると、女性は「ある」が 6.6％、男性は「ある」が 5.4％となっています。（図表 

10-1-1）  
図表 10-1-1 性自認について悩んだことの有無（全体、性別）  

 

問 20 で「１．ある」とお答えの方に  

問 20-1 どのようなことで悩みましたか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】 

全体では、「男らしさ・女らしさを求められた」が 71.6％、「異性に生まれたかったこと」が

41.8％となっています。（図表 10-1-2）  

【性別】  

性別にみると、女性は「男らしさ・女らしさを求められた」が 68.3％、「異性に生まれたかった

こと」が 46.3％となっています。男性は「男らしさ・女らしさを求められた」が 76.9％、「異性

に生まれたかったこと」が 34.6％となっています。（図表 10-1-2）  

  
図表 10-1-2 性自認について悩んだ内容（全体、性別）  

 

6.0

6.6

5.4

88.8

87.9

90.4

5.2

5.5

4.2

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

ある 無回答ない

68.3

46.3

14.6

0.0

76.9

34.6

11.5

3.8

0 20 40 60 80 100

男らしさ・女らしさを求められたこと

異性に生まれたかったこと

その他

無回答

女性(N=41)

男性(N=26)

（％）

71.6

41.8

13.4

1.5

0 20 40 60 80 100

男らしさ・女らしさを求められたこと

異性に生まれたかったこと

その他

無回答 全体(N=67)

（％）
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（２）ＬＧＢＴの認知状況  

問 21 あなたはＬＧＢＴという言葉をご存じですか。（○は１つだけ） 

【全体】  

全体では、「知っている」が 76.9％、「初めて知った」が 18.5％となっています。（図表 10-2）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「知っている」が 78.1％、男性は「知っている」が 76.2％となっていま

す。（図表 10-2）  

  
図表 10-2 ＬＧＢＴの認知状況（全体、性別）  

 
 

  

76.9

78.1

76.2

18.5

17.2

20.1

4.6

4.7

3.8

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

知っている 無回答初めて知った



 

78 

11 健康  

（１）性や妊娠・出産に関して女性が決めるうえで必要なこと  

問 22 あなたは、女性が自分の健康を守るために、性や妊娠・出産に関して自分で決め

るうえで、どのようなことが必要だと思いますか。(○はあてはまるものすべて) 

【全体】  

全体では、「子どもの成長と発育に応じた性教育（64.9％）」が最も多く、「性や妊娠／予期せぬ

妊娠・出産についての情報提供・相談体制の充実（53.0％）」、「喫煙や薬物等、男女の健康への害

についての情報提供・相談体制の充実（47.1％）」が続いています。（図表 11-1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「性や妊娠／予期せぬ妊娠・出産・産後・不妊についての情報提供・相

談体制の充実（女性：58.2％、男性：47.7％）」「子どもの成長と発育に応じた性教育（女性：

67.0％、男性：63.4％）」で男性をそれぞれ 10.5 ポイント、3.6 ポイント上回っています。（図表

11-1-1）  

  
図表 11-1-1 性や妊娠・出産に関して女性が決めるうえで必要なこと（全体、性別：複数回答）  

 

67.0

58.2

45.8

42.8

39.4

32.0

2.7

9.8

4.8

63.4

47.7

49.2

40.6

29.9

26.8

3.8

13.4

5.9

0 20 40 60 80

子どもの成長と発育に応じた性教育

性や妊娠／予期せぬ妊娠・出産・産後・

不妊についての情報提供・相談体制の充実

喫煙や薬物など、男女の健康への害に

ついての情報提供・相談体制の充実

性感染症（カンジダ症 、クラミジア感染症

など）についての情報提供・相談体制の充実

更年期についての情報提供・相談体制の充実

「子どもの数や子どもを産むか産まないかな

どについて自分で決めること」という考え方

についての情報提供・相談体制の充実

その他

わからない

無回答

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

64.9

53.0

47.1

41.3

35.0

29.5

3.1

11.4

5.6

0 20 40 60 80

子どもの成長と発育に応じた性教育

性や妊娠／予期せぬ妊娠・出産・産後・

不妊についての情報提供・相談体制の充実

喫煙や薬物など、男女の健康への害に

ついての情報提供・相談体制の充実

性感染症（カンジダ症 、クラミジア感染症

など）についての情報提供・相談体制の充実

更年期についての情報提供・相談体制の充実

「子どもの数や子どもを産むか産まないかな

どについて自分で決めること」という考え方

についての情報提供・相談体制の充実

その他

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成27年調査と比較すると、全ての項目において平成27年調査よりも増えています。（図表11-

1-2） 

 
図表 11-1-2 性や妊娠・出産に関して女性が決めるうえで必要なこと 

（全体、平成 27 年調査：複数回答） 
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47.1

41.3

35.0

29.5
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喫煙や薬物など、男女の健康への害に

ついての情報提供・相談体制の充実

性感染症（カンジダ症 、クラミジア感染症

など）についての情報提供・相談体制の充実

更年期についての情報提供・相談体制の充実

「子どもの数や子どもを産むか産まないかな

どについて自分で決めること」という考え方

についての情報提供・相談体制の充実

その他

わからない

無回答
令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)

（％）
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12 学校教育  

（１）男女平等社会実現のために、学校教育の場で力を入れるべきこと  

問 23 あなたは、男女平等の社会を実現するためには、学校教育の場では特にどのよう

なことに力を入れればよいと思いますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「男女の別なく、個性や能力を活かせる指導の充実（65.5％）」が最も多く、「人間と

しての尊厳、平等を尊重することに力点を置いた指導（56.0％）」、「日常の学校生活の中での男女

平等の実践（53.1％）」、「男女平等の意識を育てるための授業を工夫して実施（39.7％）」「セクシ

ュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスについての学習（39.7％）」が続いていま

す。（図表 12-1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「男女の別なく、個性や能力を活かせる指導の充実（女性： 70.3％、

男性：60.3％）」が最も多く、「人間としての尊厳、平等を尊重することに力点を置いた指導（女

性：55.6％、男性：57.1％）」、「日常の学校生活の中での男女平等の実践（女性： 50.6％、男

性：56.3％）」が続いています。（図表 12-1-1）  

  
図表 12-1-1 男女平等社会実現のために、学校教育の場で力を入れるべきこと 

（全体、性別：複数回答）  
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男女平等の意識を育てる

ための授業を工夫して実施

セクシュアル・ハラスメントやドメス

ティック・バイオレンスについての学習

自分および異性の性を尊重

する意味での性教育の充実

教職員への男女平等研修の充実

学校から家庭や地域に向けた

男女平等に関する情報発信

男女平等に関する副教材を活用した指導

その他

特にない

わからない

無回答
女性(N=622)
男性(N=478)

（％）
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男女平等の意識を育てる

ための授業を工夫して実施
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自分および異性の性を尊重

する意味での性教育の充実

教職員への男女平等研修の充実

学校から家庭や地域に向けた

男女平等に関する情報発信

男女平等に関する副教材を活用した指導

その他

特にない

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成27年調査と比較すると、全ての項目において平成27年調査よりも増えています。（図表12-

1-2） 

 
図表 12-1-2 男女平等社会実現のために、学校教育の場で力を入れるべきこと 

（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

 
 

 

  

65.5

56.0

53.1

39.7

39.7

38.5

34.0

18.4

16.7

3.3

2.7

5.0

2.5

56.2

49.5

41.9

31.1

28.2

26.4

24.1

12.5

9.4

2.8

2.2

7.8

10.2

0 20 40 60 80

男女の別なく、個性や能力

を活かせる指導の充実

人間としての尊厳、平等を尊重

することに力点を置いた指導

日常の学校生活の中での男女平等の実践

男女平等の意識を育てる

ための授業を工夫して実施

セクシュアル・ハラスメントやドメス

ティック・バイオレンスについての学習

自分および異性の性を尊重

する意味での性教育の充実

教職員への男女平等研修の充実

学校から家庭や地域に向けた

男女平等に関する情報発信

男女平等に関する副教材を活用した指導

その他

特にない

わからない

無回答

令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)

（％）
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13 女性の社会参画  

（１）区議会議員等に占める女性議員数の評価  

問 24 葛飾区では、区の施策に女性の意見が十分に反映されるよう、審議会などの施

策・方針決定過程への女性雄参画を推進しております。そのため、「葛飾区男女

平等推進計画（第５次）」（平成 29 年度～令和３年度）の計画期間中に審議会な

どへの女性の参画率を、令和３年度末に 32％以上とすることを目標としていま

す。現在、区議会議員の中に占める女性議員の数は 38 人中 11 人（28.9％）、審

議会などの女性委員は 966 人中 280 人（29.0％）となっています。あなたは、こ

の状況をどのように思いますか。（○は１つだけ）  

【全体】  

全体では、「もう少し女性が増えたほうがよい（33.2％）」が最も多く、「男女半々くらいまで増

えたほうがよい（31.8％）」が続いています。  

「もう少し女性が増えたほうがよい」と「男女半々くらいまで増えたほうがよい」と「男性を

上回るほど女性が増えたほうがよい」をあわせた《増加肯定》は、67.3％となっています。（図表

13-1-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「もう少し女性が増えたほうがよい（女性：34.6％、男性：32.0％）」で

男性を 2.6 ポイント上回っています。一方で、男性は「今のままでよい（女性：8.4％、男性：

13.0％）」で女性を 4.6 ポイント上回っています。  

《増加肯定》は女性（71.6％）が男性（61.9％）を 9.7 ポイント上回っています。（図表 

13-1-1）  
図表 13-1-1 区議会議員等に占める女性議員数の評価（全体、性別）  

 

10.3

8.4

13.0

33.2

34.6

32.0

31.8

34.4

27.8

2.3

2.6

2.1

5.0

2.4

8.6

14.3

15.0

13.8

3.0

2.7

2.7

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）今のままでよい 無回答

もう少し女性が

増えたほうがよい 男女半々くらいまで

増えたほうがよい

男性を上回るほど、

女性が増えたほうがよい

その他

わからない

増加肯定
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、女性は「今のままでよい」、「もう少し女性が増えたほうがよい」

が減っていますが「男女半々くらいまで増えたほうがよい」が増加しています。 

男性は「今のままでよい」がやや増加していますが、「男女半々くらいまで増えたほうがよい」

も増加しています。 

《増加肯定》をみると、女性は平成 27 年調査の 61.7％から 71.6％に 9.9 ポイント、男性は平

成 27 年調査の 58.6％から 61.9％に 3.3 ポイント増えています。（図表 13-1-2） 

 
図表 13-1-2 区議会議員等に占める女性議員数の評価（全体、性別、平成 27 年調査） 

 
 

 

  

10.3

9.8

8.4

8.6

13.0

11.5

33.2

34.4

34.6

36.2

32.0

32.4

31.8

24.3

34.4

24.0

27.8

24.1

2.3

1.7

2.6

1.5

2.1

2.1

5.0

5.9

2.4

5.1

8.6

7.0

14.3

15.3

15.0

16.6

13.8

13.8

3.0

8.6

2.7

7.9

2.7

9.1

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

全体

女性

男性

今のままでよい 無回答

もう少し女性が

増えたほうがよい 男女半々くらいまで

増えたほうがよい

男性を上回るほど、

女性が増えたほうがよい

その他

わからない

増加肯定
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（２）政策や方針決定過程への女性参画を妨げている要因  

問 25 あなたは議員や審議会委員など政策や方針を決定する過程への女性の参画を妨げ

ているのは、どのようなことだと思いますか。（○はあてはまるものすべて） 

【全体】  

全体では、「男性優位の組織運営に問題があるから（44.3％）」が最も多く、「女性の参画を進め

ようと意識している人が少ないから（40.1％）」、「家庭、職場、地域における性別による役割分担

や性差別の意識があるから（29.3％）」、「女性の能力開発の機会が十分でないから（23.2％）」、

「女性側の積極性が足りない（責任ある地位に就きたがらない）から（21.8％）」が続いています。

（図表 13-2）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「政党が積極的に女性が参加できるような方針を立ててないから（女

性：23.6％、男性：17.6％）」、「家族の理解がない・賛成を得られないから（女性：19.6％、男

性：14.0％）」がそれぞれ男性を 6.1 ポイント、5.6 ポイント上回っています。 

男性は「金銭的な余裕がないから（女性：9.5％、男性 12.8％）」、「男性優位の組織運営に問題

があるから（女性：43.9％、男性：44.9％）」が女性を上回っています。（図表 13-2）  

  
図表 13-2-1 政策や方針決定過程への女性参画を妨げている要因（全体、性別：複数回答）  

 

 

43.9

41.2

30.9

24.6

23.0

23.6

18.6

19.6

9.5

2.7

17.2

2.1

44.8

38.9

27.0

21.3

20.3

17.6

15.5

14.0

12.8

5.2

16.1

2.1

0 20 40 60

男性優位の組織運営に問題があるから

女性の参画を進めようと

意識している人が少ないから

家庭、職場、地域における性別による

役割分担や性差別の意識があるから

女性の能力開発の機会が十分でないから

女性側の積極性が足りない（責任

ある地位に就きたがらない）から

政党が積極的に女性が参加できる

ような方針を立ててないから

指導力のある女性が少ないから

家族の理解がない・賛成を得られないから

金銭的な余裕がないから

その他

わからない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

44.3

40.1

29.3

23.2

21.8

21.1

17.3

17.2

10.9

3.8

16.5

2.4

0 20 40 60

男性優位の組織運営に問題があるから

女性の参画を進めようと

意識している人が少ないから

家庭、職場、地域における性別による

役割分担や性差別の意識があるから

女性の能力開発の機会が十分でないから

女性側の積極性が足りない（責任

ある地位に就きたがらない）から

政党が積極的に女性が参加できる

ような方針を立ててないから

指導力のある女性が少ないから

家族の理解がない・賛成を得られないから

金銭的な余裕がないから

その他

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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（３）政治や行政への女性の参画推進に必要なこと  

問 26 あなたは政治や行政において企画や方針決定の過程で女性の参画を進めていくた

めには、どうしたらよいと思いますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「区が女性職員の採用・登用・教育訓練などに目標を設けたり、女性職員の管理・監

督者昇任を促す計画を作成する（46.9％）」が最も多く、「政党が選挙の候補者に一定の割合で女

性を含めるようにする（27.9％）」、「政治や行政について、男女の意識を変えるためのセミナー等

を積極的に開催する（26.6％）」で続いています。（図表 13-3）  

  

【性別】  

性別にみても、全体と同様の結果となっています。（図表 13-3）  

  
図表 13-3 政治や行政への女性の参画推進に必要なこと（全体、性別）  

 

 

46.9

28.3

26.8

17.4

3.9

26.4

3.2

46.4

27.2

26.8

18.0

8.2

20.5

2.1

0 20 40 60

区が女性職員の採用・登用・教育訓練など

に目標を設けたり、女性職員の管理・監督

者昇任を促す計画を作成する

政党が選挙の候補者に一定の

割合で女性を含めるようにする

政治や行政について、男女の意識を変える

ためのセミナーなどを積極的に開催する

審議会や委員会などの委員

に女性を優先的に任命する

その他

わからない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

46.9

27.9

26.6

17.7

5.6

23.7

3.0

0 20 40 60

区が女性職員の採用・登用・教育訓練など

に目標を設けたり、女性職員の管理・監督

者昇任を促す計画を作成する

政党が選挙の候補者に一定の

割合で女性を含めるようにする

政治や行政について、男女の意識を変える

ためのセミナーなどを積極的に開催する

審議会や委員会などの委員

に女性を優先的に任命する

その他

わからない

無回答
全体(N=1,117)

（％）
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14 防災  

（１）地域の防災活動や災害時における生活環境の確保に必要なこと  

問 27 東日本大震災の発生以降、日頃の防災活動や災害発生時の避難所生活において、

多様な人々の視点に基づく運営が必要だと言われるようになりました。あなた

は、地域の防災活動や災害時における人々の生活環境の確保に、どのようなこと

が必要だと思いますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「性別に応じてプライバシー（更衣、授乳、トイレ、就寝スペースなど）を確保する

ような避難所運営を行うこと（74.8％）」、「災害時要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児など）をは

じめ、さまざまな状態の人の視点を取り入れた避難所運営を行うこと（70.4％）」が７割台となっ

ています。（図表 14-1）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「性別に応じてプライバシー（更衣、授乳、トイレ、就寝スペースなど）

を確保するような避難所運営を行うこと（女性：78.1％、男性：71.1％）」、「災害時要配慮者（高

齢者、障害者、乳幼児など）をはじめ、さまざまな状態の人の視点を取り入れた避難所運営を行

うこと（女性：74.9％、男性：65.5％）」などで男性を上回っています。（図表 14-1）  

  
図表 14-1 地域の防災活動や災害時における生活環境の確保に必要なこと 

（全体、性別：複数回答） 

 

 

  78.1

74.9

53.1

45.3

38.6

34.9

23.8

21.2

1.3

3.2

2.3

71.1

65.5

45.8

43.7

39.1

42.3

26.8

22.0

3.1

3.8

3.1

0 20 40 60 80

性別に応じてプライバシー（更衣、授乳、トイレ、就寝

スペースなど）を確保するような避難所運営を行うこと

災害時要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児

など）をはじめ、さまざまな状態の人の

視点を取り入れた避難所運営を行うこと

食事作りや、清掃、子ども・高齢者のケアなどの担い

手が、片方の性に偏らないようにするなど、一定の

人々への過度な負担が発生しないようにすること

行政が作成する地域防災計画や各種災害

対応マニュアルに、男女双方の視点や、

さまざまな立場の人の視点を反映すること

消防職員、消防団員、警察官、自衛官などに

ついて、防災現場に女性の視点が活かせる

よう、女性職員の採用・登用を進めること

自治会や町内会、ボランティア仲間など、日頃の地域の

ネットワークを活用した防災活動や避難所運営を行うこと

委員会や会議など防災分野の政策・方針決定過程へ、

より多くの女性が参画できるようにすること

災害発生時に備え、日頃の地域活動や、行政の

防災に関する講座・イベントの中で、災害時に

指導的役割を担う女性リーダーの育成を行うこと

その他

わからない

無回答 女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

74.8

70.4

50.0

44.6

38.9

37.8

25.0

21.5

2.2

3.4

3.0

0 20 40 60 80

性別に応じてプライバシー（更衣、授乳、トイレ、就寝

スペースなど）を確保するような避難所運営を行うこと

災害時要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児

など）をはじめ、さまざまな状態の人の

視点を取り入れた避難所運営を行うこと

食事作りや、清掃、子ども・高齢者のケアなどの担い

手が、片方の性に偏らないようにするなど、一定の

人々への過度な負担が発生しないようにすること

行政が作成する地域防災計画や各種災害

対応マニュアルに、男女双方の視点や、

さまざまな立場の人の視点を反映すること

消防職員、消防団員、警察官、自衛官などに

ついて、防災現場に女性の視点が活かせる

よう、女性職員の採用・登用を進めること

自治会や町内会、ボランティア仲間など、日頃の地域の

ネットワークを活用した防災活動や避難所運営を行うこと

委員会や会議など防災分野の政策・方針決定過程へ、

より多くの女性が参画できるようにすること

災害発生時に備え、日頃の地域活動や、行政の

防災に関する講座・イベントの中で、災害時に

指導的役割を担う女性リーダーの育成を行うこと

その他

わからない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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15 施策や制度など  

（１）葛飾区男女平等推進センター（ウィメンズパル）の認知状況  

問 28 「葛飾区男女平等推進センター（ウィメンズパル）」は、誰もが自分らしく生き

ていける男女平等社会の実現を目指す、学びと交流の場です。あなたは、葛飾区

男女平等推進センター（ウィメンズパル）を知っていますか。（○は１つだけ） 

【全体】  

全体では、「知っている」が 42.3％、「知らない」が 53.4％となっています。（図表 15-1）  

【性別】  

性別にみると、女性は「知っている（48.7％）」が「知らない（47.3％）」よりも多くなってい

ます。一方、男性は「知らない（62.6％）」が「知っている（33.9％）」よりも多くなっています。

（図表 15-1）  
図表 15-1 葛飾区男女平等推進センター（ウィメンズパル）の認知状況（全体、性別）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 27 年調査との比較】 

平成27年調査と比較すると、「知っている」は全体（42.3％）では0.9ポイント減っています。

性別にみると、女性（48.7％）は 1.1 ポイント減り、男性（33.9％）も 0.1 ポイント減っていま

す。（図表 15-1-3） 
図表 15-1-3 葛飾区男女平等推進センター（ウィメンズパル）の認知状況 

（全体、性別、平成 27 年調査） 

 

 

 

  

42.3

48.7

33.9

53.4

47.3

62.6

4.3

4.0

3.6

全体(N=1,117)

女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

知っている 無回答知らない

42.3

43.2

48.7

49.8

33.9

34.0

53.4

47.5

47.3

41.6

62.6

56.3

4.3

9.2

4.0

8.6

3.6

9.7

令和２年

(N=1,117)

平成27年

(N=1,161)

令和２年

(N=622)

平成27年

(N=649)

令和２年

(N=478)

平成27年

(N=485)

（％）

全体

女性

男性

知っている 無回答知らない
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（２）葛飾区男女平等推進センター事業の参加・利用意向  

問 29 葛飾区男女平等推進センターにおいて、あなたが参加または利用してみたいもの

はどれですか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「相談事業（法律相談、悩みごと相談、女性に対する暴力相談）（12.2％）」が最も多

く、「学習・交流のための会議室や学習室（10.8％）」、「平日の夜間や土日に開催される男女平等

に関する講座・講演会（9.7％）」、「男女平等に関する図書資料室（図書や雑誌等の閲覧・利用な

ど）（9.5％）」が続いています。（図表 15-2）  

  

【性別】  

性別にみると、女性は「相談事業（法律相談、悩みごと相談、女性に対する暴力相談）（女性：

12.9％、男性：11.1％）」が最も多く、男性を 1.8 ポイント上回っています。（図表 15-2）  

  
図表 15-2 葛飾区男女平等推進センター事業の参加・利用意向（全体、性別：複数回答）  

 

12.9

11.3

8.7

9.5

8.5

7.4

4.3

1.3

56.6

3.9

11.1

10.7

11.1

9.8

9.0

5.4

5.2

0.6

59.4

4.4

0 20 40 60

相談事業（法律相談、悩みごと

相談、女性に対する暴力相談 ）

学習・交流のための会議室や学習室

平日の夜間や土日に開催される

男女平等に関する講座・講演会

男女平等に関する図書資料室

（図書や雑誌などの閲覧・利用 ）

パルフェスタ（センターまつり）、

啓発誌の発行などの啓発事業

平日の日中に開催される男女

平等に関する講座・講演会

登録団体・グループの自主活動

その他

特にない

無回答
女性(N=622)

男性(N=478)

（％）

12.2

10.8

9.7

9.5

8.8

6.6

4.9

1.1

57.3

4.5

0 20 40 60

相談事業（法律相談、悩みごと

相談、女性に対する暴力相談 ）

学習・交流のための会議室や学習室

平日の夜間や土日に開催される

男女平等に関する講座・講演会

男女平等に関する図書資料室

（図書や雑誌などの閲覧・利用 ）

パルフェスタ（センターまつり）、

啓発誌の発行などの啓発事業

平日の日中に開催される男女

平等に関する講座・講演会

登録団体・グループの自主活動

その他

特にない

無回答 全体(N=1,117)

（％）
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（３）男女平等社会実現のために充実すべき施策  

問 30 あなたは男女平等社会を実現するために、今後、区ではどのような施策を充実し

たらよいと思いますか。（○はあてはまるものすべて）  

【全体】  

全体では、「病気や緊急時に、家事・育児・介護を手助けする制度の充実（60.8％）」が最も多

く、「子育て・育児に関する支援の充実（52.6％）」、「高齢者・障害者介護に関する支援の充実

（52.3％）」が続いています。（図表 15-3-1）  

  

【性別】  

性別にみると、男女ともに「病気や緊急時に、家事・育児・介護を手助けする制度の充実（女

性：65.8％、男性 54.4％）」が最も多く、女性は「高齢者・障害者介護に関する支援の充実

（54.7％）」、「子育て・育児に関する支援の充実（53.1％）」が続いています。男性は「子育て・

育児に関する支援の充実（52.7％）」、「高齢者・障害者介護に関する支援の充実（49.4％）」が続

いています。（図表 15-3-1）  

  
図表 15-3-1 男女平等社会実現のために充実すべき施策（全体、性別：複数回答）  

 

65.8

53.1

54.7

28.6

28.8

26.8

25.2

27.0

21.1

19.3

16.9

16.4

15.1

10.3

0.5

9.2

2.1

54.4

52.7

49.4

31.0

26.8

28.9

26.6

22.4

21.5

22.6

18.0

16.3

15.9

11.5

2.3

10.9

2.9

0 20 40 60 80

病気や緊急時に、家事・育児・

介護を手助けする制度の充実

子育て・育児に関する支援の充実

高齢者・障害者介護に関する支援の充実

学校における男女平等教育の推進

男性向けの育児や介護

などに関する講座の開催

労働（パート・内職を含む）に

関する情報の提供と相談の充実

社会参画をめざす女性の人材育成

女性のための各種相談の充実

夫やパートナーからの暴力

の防止および支援の実施

区職員の男女平等意識づくり

審議会などへの女性の積極的な登用

女性の自主的活動や研究活動への支援

女性の自立や男女平等に関する

講座・講演会や交流イベントの充実

情報誌やパンフレットなどの情報提供の充実

その他

特にない

無回答

女性(N=622)
男性(N=478)

（％）

60.8

52.6

52.3

29.8

27.8

27.5

26.0

24.9

21.0

20.9

17.6

16.3

15.3

10.7

1.3

9.8

2.8

0 20 40 60 80

病気や緊急時に、家事・育児・

介護を手助けする制度の充実

子育て・育児に関する支援の充実

高齢者・障害者介護に関する支援の充実

学校における男女平等教育の推進

男性向けの育児や介護

などに関する講座の開催

労働（パート・内職を含む）に

関する情報の提供と相談の充実

社会参画をめざす女性の人材育成

女性のための各種相談の充実

夫やパートナーからの暴力

の防止および支援の実施

区職員の男女平等意識づくり

審議会などへの女性の積極的な登用

女性の自主的活動や研究活動への支援

女性の自立や男女平等に関する

講座・講演会や交流イベントの充実

情報誌やパンフレットなどの情報提供の充実

その他

特にない

無回答
全体(N=1,117)

（％）
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【平成 27 年調査との比較】 

 

平成 27 年調査と比較すると、全体の傾向に大きな変化はありませんが、「男性向けの育児や介

護などに関する講座の開催」は、27.8％と平成27年調査（16.5％）よりも11.3ポイント上回って

います。（図表 15-3-2） 

 
図表 15-3-2 男女平等社会実現のために充実すべき施策（全体、平成 27 年調査：複数回答） 

 
 

 

   

60.8

52.6

52.3

29.8

27.8

27.5

26.0

24.9

21.0

20.9

17.6

16.3

15.3

10.7

1.3

9.8

2.8

61.2

51.2

50.9

25.9

16.5

29.0

21.6

19.0

17.0

20.4

18.1

14.1

11.8

9.3

1.8

7.4

5.3

0 20 40 60 80

病気や緊急時に、家事・育児・

介護を手助けする制度の充実

子育て・育児に関する支援の充実

高齢者・障害者介護に関する支援の充実

学校における男女平等教育の推進

男性向けの育児や介護

などに関する講座の開催

労働（パート・内職を含む）に

関する情報の提供と相談の充実

社会参画をめざす女性の人材育成

女性のための各種相談の充実

夫やパートナーからの暴力

の防止および支援の実施

区職員の男女平等意識づくり

審議会などへの女性の積極的な登用

女性の自主的活動や研究活動への支援

女性の自立や男女平等に関する

講座・講演会や交流イベントの充実

情報誌やパンフレットなどの情報提供の充実

その他

特にない

無回答

令和２年(N=1,117)

平成27年(N=1,161)

（％）
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16 自由回答   

（１）葛飾区の男女平等・共同参画施策についての意見・要望  

問 31 最後に葛飾区の男女平等・共同参画施策全般についてのご意見・ご要望を自由に

ご記入ください。＜自由回答＞  
  

区の男女平等・共同参画施策全般に対する意見については、160 人（女性 76 人、男性 84 人）か

らご回答をいただきました。 

 

 

 

  


